
18

日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
156
号

「
国
際
政
治
研
究
の
先
端

6
」

(二
〇
〇
九
年
三
月
)

朝
永
三
十
郎
の
国
際
関
係
認
識

―

近
代

日
本

に
お
け
る

〈自
我

・
国
家

・
国
際

関
係
〉

の
原
的
形
成
―

芝

崎

厚

士

は

じ

め

に

本

稿

は

、

(
1
)

明
治

後
期
か
ら

昭
和
前

半
ま

で
活
躍
し
た
西
洋
哲
学
史
研

究
者
、

朝

永
三
十
郎

(
一
八
七

一
-

一
九

五

一
)

の
生
涯
に
亘
る
活
動

の
検
討
を
通
し

て
、
朝
永

の
歴
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す

る
。

朝
永
三
十

郎

の
研
究

に
は

、
大

き
く
分
け

て

二
つ
の
意
義

が
あ

る
。
第

一

が
、
国
際

関
係
論

は
言
う
ま

で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
近
代

日
本
思
想
史

・
哲
学

史
に
お

い
て
さ
え
十
分

に
検
討
、
評
価
さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
朝
永
を
再
評
価
す

る
、
と

い
う
意
義

で
あ

る
。

第
二
が
、
国
際
文
化
論

・
国
際
関
係
思
想
史
的
な
意
義
で
あ

る
。
特

に
、
『永

遠
平
和
の
た
め
に
』

に
代
表
さ
れ

る
イ

マ
ニ
ユ
エ
ル

・
カ
ン
ト

の
平
和

に
関
す

る
言
説
の
解
釈

の
系
譜

に
お
け
る
朝
永

の
位
置
、
お
よ
び

そ
れ

に
即
し

て
生
み

出
さ
れ
る

「国
際
関
係
と
は
何
か
」
と

い
う
問

い
と
答
え

が
依
拠
す
る
認
識
論

的
機
制

、
す
な
わ
ち

「
こ
の
世
界
と
は
何
か
」
を
考
え

る
際

に
、
世
界
を
構
成

す
る
位
相

の

一
つ
と
し

て
他

の
位
相
と

の
関
係

に
お

い
て
国
際
関
係
を
と
ら
え

る
と
ら
え
方

、
と
し

て
の

「
国
際
関
係
認
識
」

の
、
近
代
日
本

に
お
け
る
形
成

に
果
た
し
た
朝
永

の
役
割

の
検
討
で
あ
る
。

こ

の
点

に
関
す

る
考
察
は
、

い
わ
ゆ
る
国
際
関
係
思
想
史

で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
「
国
際
関
係
」
と

い
う
世
界

の
構
成

の
し
方
を
、
人

々
が

「生
き
る
た
め

の
工
夫

」
な

い
し

「死
活
問
題
」
と

い
う
意
味

で
の

「
文
化
」
と
し

て
ど

の
よ

う
に
考
え
、
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
を
研
究
対
象
と
す
る
、
「文
化
と
し

て
の
国

際
関
係

(認
識
)
」
を
扱
う
、
国
際
文
化
論

の

一
分
野

に
属
す
る
研
究
で
あ
る
。

(
2
)

筆
者

の
専

門
分
野
は
、
第

一
義
的
に
は
国
際
文
化
論

・
国
際
関
係
思
想
史
で

あ
り
、
こ
の
第

二
の
課
題
を
追
求
す
る
に
あ

た
り
、
新

カ
ン
ト
派

の
影
響
を
受

け

つ
つ
、
世
界
観
と
し

て
の
哲
学
史
研
究

の
立
場
か
ら
近
代

日
本

の
自
己
形
成

に

コ
ミ

ッ
ト
し
た
朝
永
を
、
考
察

の
対
象
と

し
て
選
択
し
た
。
し
か
し
、
朝
永

研
究
自
体

が
ほ
と

ん
ど
存
在
し
な
か

っ
た
が
故

に
、
近
代
日
本
思
想
史

・
哲
学

史

に
お
け

る
朝
永
像
を
実

証
的

に
解
明
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
必
要

で
あ

っ
た
。
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本
稿
は
、
基
本
的
に
時
系
列

に
沿

っ
て
こ

の
第

一
の
課
題
を
検

討
し

つ
つ
、
そ

の
上

で
第

二
の
課

題

へ
と
議
論

を
接
続

し
て

い
く

、
と

い
う
構
成
を

取

っ
て

い
る
。

本
稿

で
は
、
ま
ず

「
一
」

に
お
い
て
、
朝
永
と
彼

の
仕
事

に
関
す
る
通
説
的

理
解
を
確
認
し
、
朝
永
を
扱

う
際

に
軽
視
さ
れ

て
き
た
、
明
治
末
か
ら
欧
米
留

学
直
後

に
至

る
学
問
形
成
期

の
朝
永

の
思
想
と
行
動
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
明

ら

か
と
な

っ
た
、
朝
永

の
実
像
を
提
示
す

る
。

つ
づ

い
て

「
二
」
に
お

い
て
、
大
正
期

の
彼

の
活
動
、
と
り
わ
け
、
留
学
以

後

の
彼

の
中
心
的
な
仕
事

の

一
つ
で
あ

る

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』
に
注
目
し
、

同
書
と

、
も
う

一
つ
の
主
著

で
あ

る

『近
世

に
於
け

る

「
我
」

の
自
覚
史
』
を

関
連
づ

け

つ
つ
、
そ

の
内
容
、
及
び
そ
の
朝
永

の
思
想

に
お
け
る
意
味
、
そ
し

て
日
本
に
お
け
る

カ
ン
ト

の
平
和

に
関
す

る
議
論

の
読
解

の
系
譜
上

の
意
味

、

を
明
ら
か
に
す

る
。

さ
ら
に

「
三

」
に
お

い
て
、
『カ
ン
ト
の
平
和
論
』
以
後

の
朝
永
、
そ
し

て
彼

以
降

の
世
代
と
彼

の
仕
事
と

の
関
係
を
、
カ
ン
ト
平
和
論
読
解

の
系
譜
を
中
心

に
し

つ
つ
総
括
す
る
。

こ
こ
に
お

い
て
、
彼

の
歴
史
的
意
味

に

つ
い
て
、
近
代

日
本

の
哲
学
的
形
成
者
、
哲
学
理
解

の
文
脈

設
定
者
、

「近
代
国
際
関
係
認
識
」

の
原
的
形
成
者
と
し
て
の
朝
永
、
と

い
う
仮
説
を
提
示
す

る
。

一

朝

永

三
十

郎

(1)

基
本
的
視
座

通
説

的
な
理
解

で
は
、
朝

永
三
十
郎

は
大
正
期

に
活
躍

し
た
京
都
帝

国
大

学
教

授

で
、
ヴ

ィ
ン
デ

ル
バ

ン
ト
に
師
事
し
た
新

カ

ン
ト
派

の
哲
学
史
家

で

あ

る

。

(3
)

同
僚
で
あ

っ
た
西

田
幾
多
郎
と
は
異
な
り
、
西
洋
哲
学
史

の
祖
述
が
主

な
仕
事

で
あ
り

、
同
時
代

、
及
び
あ
る
程
度
ま

で
の
時
期

の
後
世

に
お

い
て
、

概
説
者
、
紹
介
者
と

し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
せ
よ
、

そ
の
思

想
や
言
論

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
全
く
と

い
っ
て
よ
い

ほ
ど
な
か

っ
た
存
在

で
あ

る
。

こ
う
し
た
、
研
究
上
の
意
義

が
高

い
と
は
言
え
な

い
著
者
と

し
て
の
朝
永

の

イ

メ
ー
ジ
は
、
主
著
と
さ
れ
る

『近

世
に
於
け
る

「我
」
の
自
覚
史
』

(初
版

一

九

一
六
年

、
以

下

『
「
我
」

の
自

覚
史
』
)
と

『
カ
ン
ト

の
平

和
論
』

(初
版

一

九

二
二
年
)
に
対
し
て
も

同
様

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
前
者

は
、
日
本

初

の
本
格
的
な
西
洋
哲
学
史

の
決
定
版
と
も
言
え
る
基
礎
文
献

で
あ
り

、
後
者

は
、
日
本
初

の
カ

ン
ト
の
平
和

に
関
す

る
哲
学
的
立
場

の
体
系

的
な
解
釈
を
示

し
た
文
献
で
あ
る
。
両
書

は
当
時
、

日
本

の

一
握
り

の
エ
リ
ー
ト
た
ち

の
間
に

す
ぎ
な

い
と
は

い
え
、
同
時
代
的

に
広
く
読
ま
れ
、
彼
ら

の
哲
学
史

理
解

や
カ

ン
ト
理
解

に
多

大
な
影
響
を
も

た
ら
し
た
文
献
と
し

て
知
ら
れ
て
も

い
る
。

し

か
し
、
そ
れ
ら
が

『善

の
研
究
』

や

『三
酔
人
経
編
問
答
』

の
よ
う

な
意
味

で

評
価
さ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
そ
こ
か
ら
概
説
書
と
し
て
以
上
の
歴
史
的

な
意
味
を
引
き
出
そ
う

と
す
る
試

み
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
存
在

し
て
こ
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
単
に
研
究
史
上
の
空
白
と
な

っ
て
き
た
朝
永
を
丹
念

に
調
べ
る
こ

と

の
み
に
よ

っ
て
、
そ

の
学
問
的

な
意
義
を
主
張
す
る
も

の
で
は
な

い
。
む
し

ろ
、
朝
永
が
発
見
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り

に
重
要

で
あ
る
と
同
時
に
、
後

世
か

ら
み
て
、
ま
た
同
時
代

の
多

く
の
人
々
か
ら

み
て
も
あ
ま
り
に
自

明
で
あ

る
よ

う

に
見
え
る
も

の
で
あ
る
が
故

に
、
今
ま

で
検
討

の
俎
上
に
載

っ
て
こ
な
か

っ



20

た
の
で
は
な

い
か
と
考
え

て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
発
見

は
、
世
界
全
体

の
あ
り

方
を

、
現
在

、
そ
し
て
今
後
ど

の
よ
う
に
捉
え

る
か
、
す
な
わ
ち

「
こ
の
世
界

と

は
何

か
」
を

考
え

る
と

い
う
、
近
代
以
降

の
世
界
の
あ
り
方

の
根
幹
を
規
定

す

る
思
考

そ
の
も

の
に
か
か
わ

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
に

は
、
ま
ず

、
通
説
化

し
陳
腐
化
し
た
朝
永
像
を
打
ち
殿

し
、
彼

の
思
想
と
行
動

の
実
像
を
詳

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

朝
永

三
十
郎

は

一
八
七

一

(明
治
四
年

)
に
現
在

の
長
崎
県

で
、
旧
大
村
藩

士

の
三
男
と

し
て
生
ま
れ
、

一
九
五

一

(昭
和

二
六
年
)
九
月

一
八
日

に
八
〇

歳

で
死
去

し
た
。

(
4
)

八
二
年
か
ら
漢
学
塾

へ
通

い
、
八
七
年

に
大
村
中
学
校
第
二

学
年
を
修

了
後

、
東
京

の
共
立
中
学
校

へ
入
学

し
た
。

八
九
年

に
第

一
高
等
中

学
校

に
入
学

し
、
当
時

一
高
教
官

で
あ

っ
た
内
村
鑑

三
の
感
化
も
あ
り
、
哲
学

を
志
す

よ
う

に
な

っ
た
。

こ
の
年
父
親
が
死
去
す

る
が
、
す

で
に
母
親
を

一
二

歳

の
時

に
失

っ
て
い
た
た
め
、
三
十
郎

兄
弟

は
、
就
職
し
た
者
が
順
次
、
弟
た

ち

の
学
資
を

出
し
合
う

な
ど
し

て
助

け
合

っ
て

い

っ
た
。

こ
の
こ

ろ
読

ん
だ

カ
ー
ラ
イ

ル
の

『英
雄
伝
』

が
三
十
郎
青
年

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

い
わ

れ
る
。

一
八
九
五
年

に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学

に
入
学
、
哲
学

・
哲
学
史
を
専

攻

し
、

ケ
ー
ベ
ル
、
井
上
哲
次
郎
、
元
良
勇
次
郎
、
中
島
力
造
ら

の
教
え
を
受

け

た
。
九
八
年
七
月

に
卒
業
後

、
同
年
九
月

に
二
七
歳

で
京
都

の
真
宗
大
学
教
授

と
な
る
。
当
時
は
哲
学
や
哲
学
史
だ
け

で
な
く
、
倫
理
学
や
心
理
学
も
教
え

て

い
た
。

一
九

〇

一
年
に
真
宗
大
学
は
東
京

に
移
転

、
朝
永

も
東
京

に
移

っ
た
。

〇

二
年
に
当
時
女
流
歌
人
美
福
秀
子
と
結
婚
、
長
男
振

一
郎
を
は
じ
め
と
す

る

二
男

二
女

に
恵
ま
れ
た
。

一
九
〇

二
年

に
、
日
本

で
最
初

の
体
系

的
な
哲
学

教
科
書

の

一
つ
で
あ

る

『哲
学
綱
要
』
を
刊
行
、
〇

五
年

に
は
日
本

で
最
初

の
本
格
的
な
哲
学
用
語
辞

典
で
あ

る

『哲
学
辞
典
』
を
出
版
し
て

い
る
。

(
5
)

双
方
と
も
純
粋
な
オ
リ
ジ
ナ
ル

著
作

で
は
な
く
、
ド
イ

ツ
語

の
教
科
書
や
辞

典
を

下
敷
き

に
し
た
朝
永
な
り

の

要
約

で
あ

っ
た
。
双
方
と
も
好
評

で
、
特
に

『哲
学
辞
典
』
は
後
に
続
く
学
生

や
研
究
者

に
広
く
利
用
さ
れ
た
。

(6
)

(2)

留
学
以
前

留
学
以
前

(
一
八
九
八
-

一
九
〇
九
)
の
朝
永
は
、
学
者

で
あ
る
と
同
時

に

文
明
批
評
家

で
あ

っ
た
。
象
牙

の
塔
に
こ
も
り
純
学
術
的
な
研
究

の
み
に
専
心

す
る
朝
永
、
と

い
う

の
は
む
し
ろ
晩
年

の
二
〇
年

ほ
ど

の
時
期

の
姿

で
あ

っ
て
、

こ

の

一
〇
年

ほ

ど

の
間

は

、

(7
)

一
方
で
哲
学
史

の
基
礎
研
究
を
進
め

つ
つ
、

(
8
)

も
う

一
方

で
日
本

の
現
状
を
見
据
え
、
哲

学
史

の
知
識
を
も
と
に
、
日
本
及
び
日
本

人
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
を
、
丁
酉
倫

理
会

で
の
講
演
と
講
演
集
で
あ
る

『
丁
酉

倫
理
会
倫
理
講
演
集
』

を
主
な
足
場

と
し
て
、
論
じ
続
け
た

の
で
あ
る
。

(
9
)

こ
う
し
た
議
論
が
顕
著
と
な
る
の
は
日
露
戦
争
以
後

で
あ
り
、
当
初
は
ギ
リ

シ
ャ
哲
学
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
由
来
の

「
ド
ン

・
キ
ホ
ー
テ
と

ハ
ム
レ

ッ
ト
」
論

な
ど
を
用

い
て
、
戦
後

の
日
本
が
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
立
場
を
持

つ
べ
き

か
を

考
察
し

て
い
た
。
と
同
時
に
、
他
国
の
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る

「
人
文
」

の
ど

の
よ
う
な
部
分
を
取
り
入
れ
る
か
、
ま

た
拒
む

の
か
、
と

い
っ
た
国
際
比
較
哲

学
的
な
文
明
論
も
数
多

く
残

し
て
い
る
。

(
10
)

た
と
え
ば
、
こ
の
時
期
書
か
れ
た
短
文

「
凱
旋

門
は

一
時
足
る
可
し
」
で
は
、

(
11
)

日
露
戦
捷
を
祝
う
凱
旋
門
を
馬
場
先
門
跡

に
建
設
し
よ
う

と
す
る
こ
と

に
反
対

し
、
次

の
よ
う
な
議
論
を
行

っ
て

い
る
。
第

一
に
、
そ
も
そ
も
凱
旋

門
を
作

る
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こ
と
自
体
を
批
判
し
、
第

二
に
、
も

し
作

る
と
し

て
も

一
時
的
な
も

の
に
す

る

べ
き

で
あ
り
、
永
久
的

に
作
り
残
す
べ
き

で
は
な

い
、
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

第

一
の
点

に
関
し
て
朝
永
は
、
そ
も

そ
も

、
凱
旋

門
の
よ
う

な
記
念
物
は

、

野
蛮
人
が
敵
の
首
級
を
髑
髏
に
し
て
持
ち
歩
く
こ
と

に
等
し

い

「野
蛮

の
遺
風
」

で
あ

る
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
日
本

に
そ
う
し
た
伝
統
が
な
か

っ
た
こ
と

を
む

し
ろ
誇

り
と
す
る

べ
き

で
、
「蛮
風
を

移
植
す
る
」
必
要
は
な

い
。
第

二

の
点

に

つ
い
て
朝
永
は
、
立
場
が
入
れ
替

わ

っ
た
場
合
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ

う

に
、
報
復

や
遺
恨

の
感
情
を

ロ
シ
ア
人

の
中
に
惹
起
す
る
よ
う
な
行
為

は
、

人
道
上
も
利
害
上
も
好
ま
し
く
な

い
、
と
主
張
す

る
。
し
た
が

っ
て
、
日
露
戦

争
後

日
本

に
で
き
た
凱
旋
門

の
多

く
が

一
時
的
な
も

の
で
あ
る

の
は
、
喜
ば

し

い
こ
と
で
あ
る
。
「
既

に
凱
旋
が
済

ん
だ

以
上
は
さ

っ
ぱ
り
と
之
を
打
毀

し
て

し
ま

っ
て
其
跡
形
を
も
残
さ
ぬ
様

に
仕
た

い
。
而

し
て
吾

々
は
斯
る
歴
史

上
に

新
時
期
を
開
く

に
足
る
様
な
大
な
る
意
味
を
有
す

る
戦
勝
を
羸
ち
得
な
が
ら
凱

旋

記
念

の
影
を
も
留
め
ぬ
と

い
ふ
こ
と
を
以

て
寧

ろ
わ
が
誇
り
と
し
た

い
と

思

ふ
」
と

い
う

の
が
朝
永

の
結
論
で
あ
る
。

後
年
、
朝
永
は
こ
こ
で

の
主
張
を
、
後
年

の
平
和
論

へ
の
関
心

の
原
点

の

一

つ
と
位
置

づ
け

て
い
る
。
し
か
し
、
改
め
て
検
証

し
直
し

て
み
る
と
、
こ
の
議

論
は
平
和
論
と

い
う
よ
り
も
、
日
本
は
西
洋

の
文
物

の
ど

の
よ
う
な
部

分
を
取

り
入
れ
る

べ
き

で
あ
り
、
ど

の
よ
う

な
部

分
は
拒
む

べ
き
か
と

い
う
、
「
西
欧

の
衝
撃
」

下
で
の
文
化
触
変
に
対
す
る
自
覚
的
な
取
り
組
み

の
必
要
性
を
論

じ

た
も
の
で
あ

る
。
朝
永

の
日
本
人
と
哲
学
と

の
関
係
を
論
じ
る
こ

の
種

の
議
論

は
、
概
し
て
こ
う
し
た
目
的
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

朝
永
の
議
論

は
や
が
て
、

二
つ
の
方
向

に
収
斂

し
て
い
く
。
第

一
の
方
向
性

は
、
日
本
及
び
日
本
人
が
取
り

入
れ
る
べ
き
哲
学
と
し

て
、
個
性
主
義

、
人
格

哲
学

の
検
討
を

ふ
ま
え
、

(12
)

英

・
仏

・
独

の
同
時
代
的

な
思
潮
を
比
較
検
討

し
、

明
治
以
後

の
そ
れ
ら

の
思
潮

の
流
入
過
程
を
歴
史
的

に
振
り
返

っ
た
上
で
、
新

カ
ン
ト
派
理
想
主
義
と

へ
ー
ゲ
ル
的
な
哲
学
を
基
礎

に
置

い
た
、
イ
ギ
リ

ス
と

ド
イ

ツ
の
調
和
的
な
導

入
、
と

い
う
結
論
を
提
示
す

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
議
論

を
、
留

学
前

の
代
表
的
な
作
品

、
「
西
洋

に
於
け
る
没
我
思
想
と

主
我
思
想
と

の
消
長
と
民
族
的
分
布
と
を
述

べ
て
我
国

の
思
想

に
及
ぶ
」

(
13
)

に

即

し
て
見

て
み
よ
う
。
朝
永

は
、
日
本

の
哲
学
受

容
史
を

次

の
よ
う

に

ふ
り

か

え

る
。
ま
ず
、
維
新
後
最
初
に
輸
入
さ
れ
た

の
は

ミ
ル
、

ベ
ン
サ

ム
、

ス
ペ
ン

サ
ー
と

い

っ
た
、
イ
ギ
リ

ス
の

「決
定
論
的
、
自
然
論
的

の
形
而
上
学
、
功
利

的

の
倫
理
説
、
個
人
主
義

の
政
治
論
」
「
自
然
論
的
及
び
個
人
主
義
的
思
想
」
で

あ
り
、

こ
れ
は
日
本

の
啓
蒙
と

旧
習
の
打
破

に
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
れ
と
は

別

に
、

ヘ
ー
ゲ

ル
的
な
国
家
主
義

の
政
治
論
よ
り
先

に
ル
ソ
ー

の
個
人
本
位

の

政
治
論
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
も

、
「陋
習
打
破

の
屈
強
な
る
武
器
」
と
な

っ
た
。

そ

の
次

に
輸
入
さ
れ
た

の
は
、

へ
ー
ゲ

ル
、

ロ
ッ
ツ

ェ
な
ど
、
ド
イ

ツ
の
絶

対
的
唯
心
論
や
普
遍
主
義

思
想

で
あ

る
。

こ
れ
は
旧
習

一
掃
が
ほ
ぼ
完
成

し
た

後

、

つ
ま
り

「
破
壊

の
後

の
建

設
」
を
行
う
上

で
ふ
さ
わ
し
か

っ
た
。
し
か
も

こ
の
思
想
、
と
り
わ
け

へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は

「政
治
上
、
道
徳
上
、
『普

遍
』
を

重

ん
ず
る
と

い
ふ
点
」
「宗
教
上
、
唯
心
論
的
、
汎
神
論
的

に
し

て
神
秘
的
傾
向

を
有
す

る
点
」
で

「
東
洋
風
」

で
あ
る
。
そ
れ
故

に
日
本
人
は
、
「
独
逸
思
想

を
通

じ
て
東

西

の
思
想
間
に
密
接
な

る
類
縁

が
あ

る
と

い
ふ
こ
と
を
発
見

し
、

独
逸
思
想

に
於

て
東
洋
思
想

の
学
理
的
弁
護
を
発
見
し
、
順
序
を
転
倒
し
て
は

居

る
が
欧

州
思
想
を
介
し

て
自
家
固
有

の
思
想

、
自
家

固
有

の
国
体
、
制
度
、
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慣
習
等

に
価
値

と
真

理
と
を
発
見
す

る
に
至

っ
た
」
。

し
か
し
初

期

に
導

入
さ
れ
た

個
人
主
義

は
失

わ
れ

る
こ
と
な
く
、
今
度

は

「
こ

の
絶
対
的
唯
心
論

を
継
承
し

て
更

に
人
格

の
観
念
を
高

調
す

る
英

国

の
自

我
実
現
説
の
倫

理
説
」
や
、
個
人
本
位

の
プ

ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ

ム
、

「
『普
遍
』
を

排
斥

し
て
人
格

の
自
由
と
威
厳
と
、
実
在
と
を
主
張
」
す

る
人
格
的
唯
心
論
が

輸
入
さ
れ
て
、
現
在

に
至

る
。

こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想

の
受
容
史
を
考
え

て
み
る
と
、
そ
れ
ら

の
思
想
は

い
わ
ば

「対
症
薬
」
的
で
あ
り
、
「血
肉
」
と
な

っ
て
い
な

い
面

が
あ

る
。
日
本
は
西
洋
思
想

に
対
す

る

「国
民
的
偏
向
」
を
持

っ
て

い
な

い
。
そ
れ

は

「
比
較
的
虚
心
坦

懐
に
是
等

の
思
想
を
玩
味
し
、
批
判
し
、
其
短
を
捨

て

・

長
を
採
る
こ
と
が
出
来
る
又
た
同
様

の
態
度
を
以

て
東
西
両
洋

の
思
想
を
も
調

和
融
合
す
る
こ
と
が
出
来

る
」
点

で
は
長
所

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

同
時

に
、

「自
分

に
強
固
な
る
統

一
が
無

い
」

こ
と
を

示
し
て

い
る
。
日
本
人

は
、
過
去

の
思
想

の
み
に
従

っ
て
生
き

て
い
く

こ
と
は
で
き
な

い
。
か
と

い

っ

て
、
西
洋
人

の
血
肉

と
な

っ
て
い
る
思
想
を

「
『
コ
ン
テ
キ

ス
ト
』
抜
き
」

に

取
り
入
れ

て
い
る
た
め
、
西
洋

の
思
想
が

「
一
時

の
清
涼
剤
や
対
症
薬
」

の
域

を
出
な

い
と

い
う
意
味

で
は
不
幸

で
あ

る
。

で
は
、
日
本

の
哲
学
の
課
題
は
何

か
。
そ
れ
は

一
言
で
言
え
ば

「人
格
本
位

説
と
絶
対
論
と

の
輸
羸
若
く

ば
調
和
」

で
あ

る
。
こ

の
問
題
は
、
外

国
か
ら
移

植
さ
れ
た
二

つ
の
思
想
を
ど
う
輸
羸
し
調
和
さ
せ
る
か
と

い
う
意
味

で
も
、
「吾

邦
若
く
は
東
洋
風

の

『普
遍
』
本
位
的
傾
向
と
西
洋

の
個
体
本
位
的
傾
向

と
の
」

輸
羸
と
調
和
と

い
う
意
味

で
も
重
要

で
あ
る
。
朝
永
は
、
将
来
的

に
は
こ
の
問

題
は

「
充
分
に
主
意
説

や
経
験
説
を
取
り
入
れ
た
る
絶
対
論
」

の
哲
学
、
と

い

う
方
向
性

が
有
力

に
な
る
と
考
え

る
。

そ
の
理
由

は
、
第

一
に
汎
神

論
的

・
絶
対
論
的

・
神
秘
的

・
没
我
的
で
あ

る

ド
イ

ツ
思
想
は

「
西
洋

思
想
中
最
東
洋
思
想

に
類
縁
を
有
す

る
も

の
」
で
あ
り
、

こ
れ
は

「東
洋

が
西
洋
と
共
に
有
す

る
旧
く
し

て
新
し
き
真
理

で
あ
る
」
と
考

え

ら
れ
る
た
め
で
あ

る
。
第

二
の
理
由

は
、
既

に
述

べ
た
通
り
、
主
我
思
想

は

近
代
社
会

の
形
成

に
必
須

で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

か
く
し
て
、
日
本

に
お

い
て

「
人
格
論

に
即

し
た

る
絶
対
論
、
主
意
説
に
即

し
た
る
主
知
説
」

に
基
づ

い
て
、
「独
逸

思
想

に
英

の
思
想
を
類
化

し
、
又
西

洋
風

の
個

人
主
義
を
ば
東
洋
風

の

『普

遍
』
主
義

に
類
化
す

る
こ
と
が
出
来
は

し
ま

い
か
」
と

い
う

の
が
朝
永

の
結
論

で
あ

る
。
た
だ

し
、
あ
く
ま

で
基
礎
に

置
か
れ
る
べ
き

は
絶
対
論

で
あ
り
、
個
人
主
義

で
は
な

い
、
と

い
う
留
保
を
付

し

て
い
る
。

こ

の
論
文
で
、
朝
永
は
、
哲
学
史
的
探
究

に
基
づ
き

日
本
が
成
し
遂
げ

て
い

く

べ
き
哲
学
的
課
題
を
明
確

に
す
る
、
と

い
う

、
デ
ビ

ュ
ー
以
来
か
ら

の
課
題

に

一
つ
の
解
答

を
見

い
だ

し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
新

カ
ン
ト
派
的
な
哲
学

史
理
解
に
基
づ
き
、
ド
イ

ツ
流

の
絶
対
論
に
基
礎
を
置
き

つ
つ
英
米

の
人
格
哲

学
を
取

り
入
れ

て

い
く
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
こ

の
見
解

が
留
学
を
挟

ん

で
、

『「
我
」

の
自
覚
史
』

へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ

る
。

こ

こ
で
の
哲
学
史

理
解
と
結
論
は
、
朝
永

の
留
学
以
後

の
仕
事

の
原
型
が
、

す

で
に
留
学
以
前

に
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
同
時

に
、
朝
永

は
、

学
問
形
成

の
当
初
か
ら
新

カ
ン
ト
派

の
立
場
を
取

っ
て

い
た
の
で
は
な
く
、
欧

米

の
同
時
代
的
な
諸
思
潮

の
幅
広

い
検
討
と
取
捨
選
択
を
経

て
、
自
ら

が
、
そ

し

て
日
本

及
び
日
本

人
が
取
る

べ
き
で
あ
る
と
自
ら
が
考
え

る
立
場
と
し

て
、
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新
カ

ン
ト
派

の
理
想
主
義
を
選
び
取

っ
た
と

い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で

あ
る
。

朝
永

の
議
論

の
第
二
の
方
向
性
は
、
こ
う
し
た
哲
学
の
取
捨

選
択

が
可
能

に

な
る
た
め

の
前
提
と
し
て
、
国
際
関
係

に
お
け
る
主
体
の
単
位
と
文
化

の
単
位

が
、
ど

の
よ
う
な
構
造
の
中
で
対
応
し

つ
つ
存
立
し

て
い
る
か
を
定
式
化
し
よ

う
と
す
る
、
と

い
う

意
味

で
の
、
国
際
文
化
論
的
な
世
界
認
識
で
あ

っ
た
。
日

本
及
び
日
本
人
が
、
欧
米

諸
国
の
哲
学
を
取
捨
選
択
し
、
独
自

の
哲
学
的
立
場

を
確
立
す
る
、
と

い
う
資
格
を
得

る
た
め

に
は
、
主
体
と
し
て
の
日
本

や
日
本

人
が
、
欧
米
諸
国
と
同
等

の
資
格
を
も

つ
主
体
と
し

て
、
固
有

の
文
化
を
保
持

し
、
こ

の
世
界
に
存
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「凱
旋
門
論
文
」
や

「
主
我

・

没
我
」
論
文
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
世
界
観
を
安

定
的
に
構
築
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
日
本
も
そ
の

一
員
た

る
、
対
等
な
主
体
間

の
文
化

の
交

換

が
成
り
立

つ
世
界
を
弁
証
す
る
た
め
に
、
朝
永
は
、
前
出
論
文
で
も
見

ら
れ

た

「類
化
」
と

「
応
化
」
と

い
っ
た
概
念
を
用

い
て
、
文
化

の
受

容
と
変
容

の

メ
カ

ニ
ズ

ム
を
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
。

(
14
)

か
く
し

て
、
留
学
以
前

の
朝
永

が
め
ざ

し
て

い
た

の
は
、

い
わ
ば
、
「
近
代

日
本
の
哲
学
的
形
成
」
、
と

で
も

い
う

べ
き
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
完
遂
で
あ

っ
た
。

後
年

の
回
顧

の
中

で
は
、
鹿
鳴
館
時
代

の
狂
躁
を
目

の
当
た
り
に
し
た
若
き

日

に
、
日
本
を

「大

に
日
本
文
化
を
高
揚

せ
し
め
て
民
族

の
優
秀
性
を
実

現
せ
ん

と

の
目
的
を

以
て
遂

に
哲
学
を
志
望
す
る
に
至

っ
た
」
と
述

べ
た
と

い
う

。

(
15
)

そ

の
真
偽

の
程
度

は
さ
て
お
き
、
朝
永

の
活
動

の
力
点
は
明
ら
か
に
、
世
間
か
ら

超
絶
し
た
純

学
究
と

し
て
の
そ
れ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
新
カ

ン
ト
派
理
想
主

義
に
集
約
さ
れ
る
、
日
本

や
日
本
人
が
取

る
べ
き
哲
学
的
立
場

の
考
察

と
、
そ

の
哲
学

的
立
場
を

可
能

と
す

る
対
等

な
主
体

間
関
係

に
基
礎
を
置

く
、

一
主

体

=

一
国
家

=

一
文

化

の
図
式

が
成
り
立

つ
、
国
際
文
化

の
機
制

の
考

察

に

あ

っ
た
の
で
あ

る
。

(3)

留
学
と
留
学

後

そ

の
後
、
朝
永

は

一
九

〇
九
-

一
三
年
に
か
け
て
欧
州

に
留
学
す

る
。
通
説

的

に
知
ら
れ
て

い
る
の
は
、
第

一
に
、
朝
永
が
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト

に
師
事
し

大
き
な
影
響
を
受

け
た

こ
と

で
あ
り
、
第

二
に
、
留

学
後

、
そ
れ
ま

で
に
刊
行

し
た
全

て
の
著
作
を
絶

版
に
し
た
こ
と

(実
際

に
は
最
初
期

の

『哲

学
辞
典
』

『哲
学
綱
要
』

は
引
き

続
き
刊
行
さ
れ

て
い
た
)

で
あ

り
、
第

三
に
、
留
学
以

前

に
書

い
て

い
た
よ
う
な
文
明
批
評
的
著
述
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
る

こ

と

で
あ
る
。

第

一
の
点
に
関
し
て
は
、
実
際

に
は
、
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
講
義
を
聴
講

し
た

の
は
実
質
半
年
強

に
過
ぎ
ず
、
個
人
的
な
指
導

は
ほ
と

ん
ど
受
け

て
い
な

か

っ
た
。
加
え

て
、
ベ
ル
リ
ン
な
ど
ド
イ

ツ
国
内
、
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

タ

リ
ア
な
ど
各
地

に
比
較

的
長
期
に
滞
在
し

て
い
た

こ
と
な
ど

か
ら
み
る
と
、

通
常
想
定

さ
れ
る
よ
う

な
師
弟
関
係

で
は
な

か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(16
)

「
ド

イ

ツ
で
は
多

く

の
学
者

に
あ

っ
た
が
、
す
こ
し
も
セ

ア
ト
リ
カ
ル
な
と

こ
ろ
の
な

い
、
高
僧

の
よ
う
な

風
格

の
ヴ

ィ

ン
デ
ル
バ

ン
ト

に

一
番
頭

が
下
が

っ
た
」
、

(17
)

「
ド
イ

ツ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト
に

つ
い
て
見

て
、
僕

の
よ
う

な
力
で
は
と

て

も
大
学
教
授

な
ど
勤

ま
る
も

の
で
は
な

い
と
痛
感

し
た
」
、

(
18
)

と

い
っ
た
言
葉
が

示
す
よ
う
に
、
む
し
ろ
朝
永
が
感
銘
を
受
け
た

の
は
、
教
師
と

し
て
学
究
と
し

て
の
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト

の
生
き
方

の
ほ
う

で
あ
り

、
そ
れ
が
、
第

二

の
点
、

第
三

の
点
に
み
ら
れ
る
変
化
を
朝
永
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。
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で
は
、
留

学
以
後

の
朝
永

の
議
論
は
、
留
学
以
前

の
議
論
と
完
全

に
断
絶
し

て
い
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
答
え

は
否

で
あ
る
。
む
し
ろ
朝

永
は
、
留
学
以
前

に

半
ば
選

び
取
り
留

学
に
よ

っ
て
さ
ら

に
確
信
を

深
め
た

理
想
主
義
哲
学

の
立

場
を
、
純
学
術
的
な
考
察

の
枠
内

で
探
究
し
、
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
影
響
を

受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
自

ら
に
課
し
た
謙
抑

の
姿
勢
に
基

づ
き

、
教
育
活
動

や

執
筆
活
動

に
よ

っ
て
そ
れ
を
啓
蒙

す
る
と

い
う

戦
線

の
移

動
を
行

っ
た

の
で

あ
る
。

留
学
後

の
講
義

を
も
と

に
、

(
19
)

ヴ

イ
ン
デ

ル
バ

ン
ト

の
死
を
悼

み

つ
つ
ま
と
め

た

『近
世
に
於
け
る

「我
」

の
自
覚
史
』

(20
)

は
、
こ

の
よ
う

な
変
化
を
経

て
完
成

し
た
作
品
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
内
容
や
枠
組
み
の
ほ
と

ん
ど

は
、
留
学

以
前

の

「主

我

・
没
我
」
論
文

で
既

に
完
成
し

て
い
た
も

の
で
あ
り
、

「絶
版
」

が
意
味
す

る
の
は
朝
永

の
、
信
念
に
基
づ
く
姿
勢

の
転
換
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

『「
我

」
の
自
覚
史
』

に
は
た
だ

一
ヵ
所
、

ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
明
治
維
新
期

に
な

そ
ら
え

て

い
る
議
論

が
残

っ
て
い
る
が
、

(
21
)

こ
れ
は
留
学
以
前
の
文
明
批
評
的
な

議
論

の
単

な
る
残
滓

で
あ

る
以
上

に
、
朝
永
が
、
数
百
年

に
わ
た

る
西
洋
近
代

の
哲

学
的
経
験
と
、
数
十
年

に
亘
る
近
代
日
本

の
哲
学
的
経
験
と
を
等
価
な
も

の
と
し
て
見
据
え
る
、
留
学
以
前

の
、
西
洋
哲
学
史
を
も
と
に
し
た
近
代
日
本

・

日
本
人
論
と

い
う
視
座
が
、
後
世
か
ら
見
る
と
単

な
る
概
説

で
あ

る
か

の
如
く

見
え

る
同
書

に
も
貫
か
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
痕
跡

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

留
学
後

の
朝
永
が
新
た

に
直
面
し
た

の
は
、
ド
イ

ツ
を
敵
国
と
す

る
こ
と
に

な
る
、
第

一
次
世
界
大
戦

の
勃
発
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
、

こ
の
時
期
高
ま

つ

た
、
自

ら
が
依
拠
す

る
、
日
本

の
観
念
論
哲
学
の
総
本
山

で
あ

る
ド
イ

ツ
の
軍

国
主
義

に
対
す

る
辛
辣
な
批
判
、
さ
ら
に
、
そ
も

そ
も
ド
イ

ツ
哲
学
は
軍
国
主

義
か

つ
好
戦
的

で
あ

る
、
と

い
う

批
判

で
あ

っ
た
。
朝
永
は

こ
れ

に
対

し
て
、

「
思
想
上

の
国
産
奨
励
論
」
「
独
逸
思
想
と
軍
国
主
義
」
と

い
っ
た
諸
論
文
、
さ

ら
に

『
「我
」

の
自
覚
史
』
、
お
よ
び
関
連
論
文
を
収
録

し

『
「我
」

の
自
覚
史
』

と
同
年
に
刊
行

し
た

『独
逸
思
想
と
其
背
景
』

(22
)

に
対
す

る
書
評

へ
の
応
答

で
あ

る

「
拙
著

の
批
評

に
対
し

て
」

に
お

い
て
、
反
論
を
試

み
る
。

「
思
想
上
の
国
産
奨
励
論
」

(23
)

は
、
「独
逸
思
想
と
軍
国
主
義
」
の
前
編
を
な
す

論
文

で
あ

る
。

こ
こ
で
は

「
類
化
」
「
応
化
」
論

に
依
拠
し

、
常

に
外
来

の
思

想
を
取
り
入
れ
吟
味

し
て
い
く

こ
と
が
民
族

の
健
全

な
発
展
を
も
た
ら
す
、
と

い
う
仮
説

に
基
づ
き

、
「
思
想

上

の
鎖
国
は
思
想
上

の
自
殺

で
あ

る
」
と
排

外

的
、
閉
鎖

的
な
風
潮
を
批
判
す
る
。
思
想
に
対
す
る
評
価

は

つ
ね

に
、
対
等

の

立
場
か
ら
、
そ

の
内
容

に
関
し

て

「
真
に
誠
実
な

る
思
索
的
良
心
」

「
広
義

の

良
心
」
に
も
と
つ

い
て
慎
重

に
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
上

で
朝
永

は
、
文
化

の
受
容
と
交
換

の

一
般
的
枠
組
を
展
開
す
る
。

つ
づ

い
て
、
同
論
文

の
後
半
か
ら
後
編
た
る

「独
逸
思
想
と
軍
国
主
義
」

(24
)

に

 

お

い
て
朝
永
は
、

(
1
)

カ
ン
ト
、

(2
)
カ

ン
ト
以
後
特

に

へ
ー
ゲ
ル
以
降
、

(3
)
ビ

ス

マ
ル
ク
以
降
の
ド
イ

ッ
、
の
三
者
間
に
線
引
き
を
行
う

こ
と

で
ド
イ

ツ
思
想

と
軍
国
主
義
と

の
関
係
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ

ツ
理
想
主
義

の
原
点

に
あ
る
カ
ン
ト

に
は
軍
国
主
義
的
要
素
は
な
く

、
む
し

ろ
反
軍
国
主
義

で
あ
る
。
続
く

フ
ィ
ヒ
テ

・
シ

ェ
リ

ン
グ

・
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
ら

の
ロ

マ
ン
主
義

は
、
軍
国
主
義
的
思
潮
を
胚
胎
し
て

い
る
も

の
の
、

カ
ン
ト
と

ヘ
ー

ゲ
ル
の
両
方

の
要
素
を
持

つ
、

一
種

の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
属
し

て
い
る
。
そ
し

て
、

へ
ー
ゲ
ル
に
至

っ
て
、
初
め

て
軍
国
主
義

的
要
素

が
明
確

に
な
る
。
た
だ

し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
軍
国
主
義
は
、
「
侵
略
的
軍
国
主
義
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
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「
国
家
に
よ

っ
て
代
表

さ
る

ゝ
と

こ
ろ
の
人
文
を
擁
護
せ
ん
が
為

の
軍
国
主
義
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ス

マ
ル
ク
以
後

に
な
る
と
、
理
想
主
義

に
変

わ

っ
て
速

成
主
義
、
現
実
主
義

が
跋
扈

し
、
理
想
主
義
か
ら
離
れ
た
軍
国
主
義

が
育

っ
て

い
き
、
「人
文
国
家
」
が

「権
力
国
家
」
と
化
し
た

の
で
あ
る
、
と

い
う
解
釈
を

と

る
の
で
あ
る
。

こ
の

一
連

の
議
論
の
中
で
は
じ
め
て
、
朝
永
は
カ

ン
ト
の

「永
久
平
和
」

に

つ
い
て
言
及
し
た
。
(
2
5
)

こ
れ
が
、
『カ
ン
ト
の
平
和
論
』
の
原
点
な

の
で
あ
る
。
朝

永

の
カ
ン
ト

の
平
和
論
は
、
第

一
次
大
戦
後

の
連
盟
主
義
的
な
主

張
の
流

れ
に

乗

じ
て
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
第

一
次
大
戦
中

の
ド
イ

ツ
思
想

の
軍
国
主

義
性
批
判
を
擁
護
す
る
文
脈

の
中
に
そ
の
出
発
点
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

と

は

い
え

、
朝
永

は
絶
対
的
平
和
論
者

で
は
な

か

っ
た
。
「
拙
著

の
批
評

に

対

し
て
」
(
2
6
)

で
朝
永
は
、
自

己
の
戦
争
観
を
表
明
し

て
い
る
。
第

一
に
、
理
想
主

義

の
精
神

と
戦
争
は
、
そ

の
根
本
理
念

に
お

い
て
背

馳
し
な

い
。
「
義
勇
、
廉

恥
、
真
摯
、
忠
誠
、
犠
牲
等

の
精
神

が
最
本
源
的
な
、
直
接

的
な
、
而

し
て
最

精
彩
あ
る
形
を
以
て
現
は
る

ゝ
も
の
が
戦
争

で
あ
る
」
と

い
う
主
張
に
は
、
「単

に
日
本
人
と
し

て
、
又
は

一
個
人
と

し
て
、
武
士
道

の
郷
土
に
生
れ
又
は
武
士

気
質

の
家
庭

に
人
と
な

つ
た
結
果
と

し
て
、
感
情
上
此
見
解
に
深
き

同
情
を
有

す
る
」
。
ま
た
、
現
実

の
利
害
得
失
を
超
越

し
た
絶
対

的
価
値

へ
自
己
を
捧
げ

る
こ
と

で
精
神
的
生
活
又
は
永
遠
的
生
活

に
入

る
、
と

い
う
理
想
主
義

の
根
本

精
神

か
ら
み
て
も
、
戦
争
を
肯
定
せ
ざ

る
を
得
な

い
。

第
二
に
、
た
だ
し
戦
争

の
善
悪
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
や
目
的

の
た
め
の
も

の
で
あ

る
か

に
よ

っ
て
決
ま

る
。
し
た
が

っ
て
戦
争
は

「
正
宗

の
名
刀
」

で

あ

っ
て
、
理
想
を
実
現
し
人
文
を
擁
護
す

る
も

の
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
理

想
を
隠
蔽
し
人
文
を
破
壊
す

る
も

の
と
も
な
る
。
朝
永
は

一
切
の
戦
争
を
否
定

す
る

の
で
は
な
く
、
悪
用
さ
れ
た
戦
争
、
理
想
主
義
が
単

に

「
モ
ラ
ル

・
ジ

ャ

ス
テ
ィ
フ
ィ
ヶ
ー
シ

ョ
ン
」
と

し
て
し
か
意
味
を
持
た
な

い
よ
う

な
戦
争
を
拒

ん
で
い
た

の
で
あ
る
。

朝
永
が
留
学
後

新
た
に
直
面

し
た
、

こ
の
同
時
代
的
な
論
争

は
、
そ
れ
が
自

ら

の
社
会
的
、
学
問
的
立
場

そ
の
も

の
に
か
か
わ
る
が
故

に
、
留
学
前

の
時
事

的
問
題
と
は
ま
た
別

の
意
味

で
、
自
己

の
学
的
思
想
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

と

っ
て
直
接
的
に
、
深
刻

な
問
題

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
著

作
を

『独
逸
思
想
と
其
背

景
』

に
収
録
す
る
に
あ
た
り
、
朝
永

は
、
本
来
前
後

編
を
な
し
て

い
た

「
国
産
奨
励
」
論
文
と

「
独
逸
思
想

と
軍
国
主
義
」
論
文
を

切
り
離
し
、
相
互
の
関
係

に

つ
い
て
言
及
す
ら
せ
ず
に
、
別
々
に
配
置

し
て
い

る

の
で
あ

る
。

そ
の
結
果
、
『独
逸
思
想
と
其
背
景
』
は
第

一
次
大
戦
下
の
時
事

的
関
心
に
対
し
て
朝
永
な
り

に
思
索
し
た
仕
事

、
と

い
う
性
格
を

ぬ
ぐ

い
去

っ

た
、

『「
我
」

の
自
覚
史
』

の
姉
妹
編
、
と

い

っ
た
、
純
学
術
的
な
色
彩

の
著
作

と
し

て
世

に
出

る
こ
と
に
な

っ
た
。
さ
ら

に

一
九

二
二
年

に
同
書

は
、
「
国
産

奨
励
」
論
文
を
除

い
た
内
容

が
、
そ
の
ま
ま

『
「我
」

の
自
覚
史
』
改

訂
五
版

に

吸
収
合
本
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
自
己

の
著
述
か
ら
時
事
的
な
色
合

い
を

消
し

て
い
く
朝
永

の

「改
鋳
」
作
業
が
、
完
成
す
る
の
で
あ

る
。

二

『
カ

ン

ト

の
平

和

論

』

(1)

『カ

ン
ト
の
平
和
論
』

の
成
立

そ

の
後
朝
永
は
、

一
部

の
時
事
的
な
短
文
を
除
け
ば

、

フ
ィ
ヒ
テ
、

カ
ー
ラ

イ

ル
、

デ
カ
ル
ト
、

ロ
ッ
ツ
ェ
を
中
心
と
し
た
基
礎
的
な
研
究

に
専

念
す
る
。



26

一
九

一
九
年

に
は
病
身

で
あ

る
こ
と
、
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト

に
比
し
た
自
己

の

非
力
を
慨
嘆

し
、

二
千
年

の
哲
学
史
を
と

て
も
や
り
と
げ
ら
れ
な

い
、
な
ど

の

理
由

か
ら
、
京
都
帝

国
大
学
を
辞
任
し
、
師
範

学
校

で
教
育
活
動

に
専
念
し
よ

う
と

し
た
。
し
か
し
、
同
僚
た
ち

に
よ
る
、
と
り
わ
け
特

に
信
頼
し
合

っ
て
い

た
盟
友

で
あ

る
西

田
幾
多
郎

の

「
余

の
友
よ
り
よ
き
友

は
多
か

る
べ
し

併
し

余

の
妻

は
余

の
妻

に
し
て

余

の
友
は
余

の
友
な
り
」
(
2
7
)

と

い
う
言
葉

に
集
約
さ

れ
る
、
心
を
尽
く

し
た
慰
留
も
あ
り
、
大
学
に
踏
み
と

ど
ま

る
こ
と
を
決
意
し

た
。

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』

は
、
こ
う

し
た
人
生

の
分
岐
点
を
乗
り

切

っ
た
直

後

の
朝
永

が
取
り
組

ん
だ
仕
事

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

他

の
多

く

の
著
作
と

同
様

、

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』
は
講
演
を
も
と

に
し
た

諸
論
文
を

発
展
統
合
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て

い
る
。
第

一
の
論
文
は

「
カ
ン
ト
の
永
遠
的
平
和
論

の
半
面
」

(
一
九
二

一
年

)
で
、
(
2
8
)

こ
れ
は
議
論

の
基

本

的
な
方
向
性
と
、
『永
遠
平
和

の
た
め
に
』
以
外

の
文
献
、
お
よ
び

『永
遠
平

和

の
た
め

に
』

の
予
備
条
項
を

中
心
と
し
た
考
察

で
あ

る
。
第

二
の
論
文

は
、

「
カ
ン
ト
の
平
和
観

に
就

て
」

(
一
九

二
二
年
)
で
、
(
2
9
)

確
定
条
項
と
追
加
条
項
第

一
ま

で
を
扱

っ
て

い
る
。
第
三

の
論

文
は
、
「
カ

ン
ト

の
平
和

論
」

(
一
九

二

二
年

)
で
、
(
3
0
)

第

一
、
第

二
論
文
を
統
合

の
上
、
更
に
書
き
加
え
た
内
容

で
あ

っ

て
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
同
内
容

の
単
行
本

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』
(
3
1
)

の
主
編
と
な

っ
た
。

通
説
的
見
解
と

の
関
係
で
言
え
ば
、
『カ

ン
ト
の
平
和
論
』
に
は
次

の
よ
う
な

特
徴

が
あ

る
。
第

一
に
こ
の
著
作
は

い
わ
ゆ
る

『永
遠
平
和

の
た
め
に
』

の
み

の
解
説
本

で
は
な
く
、
カ

ン
ト

の
哲
学
全
体
の
中
で
、
彼

の
平
和

に
関
す
る
哲

学
的
立
場
を
体
系
的

に
再
構
築
し
よ
う

と
し
た
、
日
本

で
最
初

の
本
格
的
な
仕

事

で
あ
る
。
第

二
に
、
既

に
見

て
き

た
よ
う

に
、
朝
永

の
議
論
は

そ
も

そ
も

、

第

一
次
世
界
大
戦
中

の
ド
イ

ツ
哲
学
擁
護
論
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
第

一
次

世
界
大
戦
後

の
ウ
ィ
ル
ソ
ニ
ズ

ム
や
国
際
主
義
、
連
盟
主
義
に
便
乗
す
る
よ
う

な
立
場

は

一
切
取

っ
て
い
な

い
。
む

し
ろ
、
戦
後

の
平
和
に
対
す
る
希
求

が
ど

ち
ら
か
と

い
う
と
感
情
的
、
博
愛

的
に
な
り
が
ち

で
あ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴

ら

す
こ
と

に
力
点

が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

『
カ
ン
ト
の
平
和
論
』
を
執
筆

し
た
動
機
と
し

て
、
朝
永
は

「
序
」
で
、
第

一
に
、
留
学
以
前

の

「
凱
旋
門
」
論
文
、
第

二
に
、
留
学
以
後

の

「独
逸

思
想

と
軍
国
主
義
」
、
第
三

に
、
論
文
名
は
あ
げ
な

い
も

の
の

「
拙
著

の
批
評

に
対

し
て
」
に
ふ
れ
て
、
平
和
に
対
す
る
自
己

の
関
心

の
持
続
性
を
示
そ
う
と

し
て

い
る

(た
だ

し
、
「
国
産
奨
励
」
論
文

に
は
言
及
し

て
い
な

い
)
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、

こ
れ
ら

の
論
文
で
第

一
義
的
に
論

じ

て

い
た
こ
と
は
、
平
和
論
で
は
な

い
の
で
あ

る
。

で
は
、

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』

は

一
見

概
説

・
紹
介

の
よ
う
な
体
裁
を
取
り

つ
つ
、
朝
永

の
思
想

の
内
在
的
な

発
展
の
中
で
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

(2)

「国
際
」
を
棄

て
る
か

「国
家
」
を
棄

て
る
か

世
界
国
家

の
不
可
能
性

『
カ
ン
ト
の
平
和
論
』
に
お
け
る
朝
永

の
議
論

で
注
目
に
値
す
る
点
は
、
第

一
に
、
カ

ン
ト
と

へ
ー
ゲ

ル
の
間

の
線
引
き

の
明
確
化
、
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

国
家

よ
り
個
人
を
優
先
す
る

一
八
世
紀
的
な
思
想
と
、
個
人
よ
り
国
家
を

優
先

す
る

ロ
マ
ン
主
義
以
降

の
思
想
と
の
間
の
線
引
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン

ト
と

へ
ー
ゲ
ル
は
線
引
き
可
能
で
あ

る
が
、

カ
ン
ト

の
中
に
は

へ
ー
ゲ
ル
的
な

モ
メ
ン
ト
が
す

で
に
胚
胎
し
て

い
る
。
し
か
し

カ
ン
ト
は
、
そ
れ
を
哲
学

と
し

て
は
体
系
化
し
き
れ

て
い
な

い
、
と

い
う
立
論

で
あ

る
。
こ

の
主
張
は
、
前

述

の
通
り

、
第

一
次
大
戦
期

の
ド
イ

ッ
哲
学

の
軍
国
主
義
性
を
否
定
し
よ
う

と
し
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た
際

に
見

ら
れ
た
が
、

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』

で
は
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
こ
と

に
な
る
。

第

二
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
指
摘
は
、
原
稿
が
完
成

に
近
づ
く
に

つ
れ

て
長

大
化
し

て
い

っ
た
、
第

二
確
定
条
項
を

め
ぐ
る
考
察

、
と
り
わ
け

「世
界
国
家

の

不
可
能
性
」
に
関
す
る
考
察

で
あ

る
。
通
常
、
カ

ン
ト
の

い
う
、
「
地
上

の
あ
ら

ゆ
る
民
族
を
包
括
す
る
に

い
た

る
で
あ

ろ
う
国
際
国
家

(

)
(
3
2
)

」

は
、
世
界
国
家

や
世
界
政
府
を
意
味

せ
ず
、
国
際
連
盟

の
よ
う
な
主
権
を
維
持

し
た
緩

や
か
な
連
合
体
以
上

の
も

の
で
は
な

い
、
と
解
釈
す
る

の
が
定
説
で
あ

る
。
そ

の
根
拠
と

し
て
は
、
「
一
つ
の
世
界
共
和
国
と

い
う

積
極
的
理
念

の
代

わ
り

に

(も
し
す

べ
て
が
失
わ
れ

て
し
ま
わ
な

い
た
め
に
は
)
戦
争
を
防
止
し
、

た
え
ず
持
続
的

に
拡
大
す
る
連
盟
と

い
う
消
極
的
代
用
物

の
み
が
、
法
を
恐
れ

敵
意
を

は
ら
む
傾
向
性

の
流
れ
を
阻
止
で
き

る
の
で
あ

る
」
(
3
3
)

と

い
う

、

い
わ
ゆ

る

「消
極
的
代
用
物
」
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど

で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
国
家

が
巨
大
化
し

て
し
ま
う
と
統
治

が
困
難

に
な

る
、
あ
る

い
は

「好
戦

性

」
「
自
然

(N
a
tu
re
)」

の
作
用
に
よ
る
諸
国
家

の
分
立
、
と

い

っ
た
第

一
補

説
の
目
的
論
的
な
説
明
が
援
用
さ
れ
る
こ
と

が
多

い
。

し
か
し
朝
永
は
、
「
消
極
的
代
用
論
」
で
は
満
足
し
な
か

っ
た
し
、
こ
う
し
た

目
的
論
説
明
の
理
論
的
価
値
は
低

い
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
説
を
採
用
し
な
か

っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
カ
ン
ト
は
理
論
的
に
は
、
世
界
国
家

の
可
能
性
を
認
め

ざ
る
を
得

な

い
、
と
論
じ

る
の
で
あ
る
。
確

か
に
、
も
し
多
数

の
国
家
が

「
其

自
主
権
を
維
持

し

つ

ゝ
一
の
国
家

に
結
び

つ
く
」
(
3
4
)

形

で
国
際
国
家
や
世
界
共
和

国
が
実
現
す
る
こ
と
は
、
国
家

の
人
格
的
自
律
と

い
う
観
点
か
ら
見

て
、
明
ら

か
に
矛
盾
か

つ
不
可
能

で
あ

る
。
し
か
し
、
も

し
そ
れ
が

「諸
国
家
が
全
然
自

主
権
を
放
擲
し
其
障

壁
を
徹

し
て

一
の
国
家

に
融
合
し
た
も

の
を
仮
り

に
国
際

国
家
と
呼

び

(
此
場
合

国
際

な
る
語
は
最
早
不
適
当

で
あ
る
が
)
、
そ

の
範
囲

が
拡
大

の
極
に
達
し
た
も

の
を
ば
世
界
共
和
国
と
名

[付
]
く
る
な
ら
ば

、
其

れ
は
明
か

に
矛
盾
で
は
な

い
」
(
3
5
)

の
で
あ

る
。

そ
う
考
え
た
場
合
、
諸

国
家

の
分
立
と

い
う
状
態
ま
で
で
世
界
形
成

が
止
ま

ら
ざ
る
を
得
な

い
、
と
言

い
う

る
根
拠
が
無
け
れ
ば
、
カ

ン
ト
の
議
論

は
首
肯

し
が
た

い
。
自
律
し
た
個
人

が
集
合
し

て
国
家
を
形
成
す
る

の
と

同
様

に
、
自

律

し
た
国
家
が
集
合
し
て
国
際
社
会
を
作
る

こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
世
界

国
家
を
作
る
、
と

い
う
論

理
を
止
め

る
に
は
、
個
人
よ
り
も
国
家

を
優
先
す

る

と

い
う

カ

ン
ト

の
哲
学
体
系

が
、
論
理
と

し
て
は
体
系
化

し

て

い
な

い
こ
と

を
、

カ
ン
ト
自
身
が
認
め
て
い
た
と
解
釈
す
る
他
な

い
。

従

つ
て
数
多

国
家

が
其
自
主
権
を
維
持
し

つ

ゝ
相
対
立
す

る
と

い
ふ
こ

と
自
体
に
何
ら
か
の
意
義

が
認
め
ら
る
れ
ば
兎
に
角

、
然

か
ら
ざ

る
以
上

斯
く

の
如
き
意
味

の
国
際
国
家

又
は
世
界

共
和
国
を

不
可
能
と

す
る
理

由
は
な

い
。
前

の
意
味

に
於
け

る
国
際
国
家

の
不
可
能

な
る
理
由
は

「
国

際
」
と

「
国
家

」
が
矛
盾
な

る
が
故

で
あ
る
か
ら
、
吾

々
は
カ
ン
ト

が
為

し
た
や
う
に

「
国
際
」

に
余
地
を
与

へ
ん
が
為
め
に

「
国
家

」
を
棄

て

ゝ

唯

の

「
連
盟
」
と
な
し
国
際
連
盟
を
考

へ
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
併

し
又

た

「
国
際
」
を
棄

て

ゝ

「国
家
」
を
残
し
後

の
や
う

な
意
味

の
国
際

国
家

又
は
世
界
共
和
国
を
考

へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
後

者
を
不
可
能
と

せ
ん
が

為
め

に
は

「
国
際
」
を
棄

て
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と

、
即

ち
数
多
国
家
が
其
自
主
権
を
維
持
し

つ

ゝ
相
対
立
す
る
と

い
ふ
こ
と
自
体

に
何
等

か
の
意
義
を
有

す
る
と

い
ふ

こ
と
が
示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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国
家
間

の
戦
争

を
防
止
す

る
道
と

し
て
は
国
家

の
対
立
状
態
を
撤
廃
す

る

こ
と
、
従

つ
て
後

の
意
味

に
於
け

る
国
際
国
家
又
は
世
界
共
和

国
の
実
現

が
最
端
的
な
道
で
あ
る
。

よ
し
其
実
現
が
困
難
な
り
と
す
る
も

理
念
と
し

て
之
を
掲
示

す
る
は
毫
も
不
可

で
な

い
の
み
な
ら
ず
、
専

ら

を
問
題
と
す
る
カ
ン
ト
哲
学

の
精
神

に
よ
く
契
合
し
た
こ
と
で
な
け
れ
ば

な

ら

ぬ

。

(
36
)

「
消
極
的
代
用
物
論
」
に
基
づ

い
た
解
釈

が
示
す
よ
う
に
、
自
律

し
た
主
体

で

あ
る
国
家
が
集
ま

っ
て
、
そ
れ
ら
を

下
位

に
置
く
存
在

の
も
と
統
合

さ
れ
る
こ

と
は
、
国
家

の
定
義
上
認
め
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
自
律
し
た
主
体

で
あ
り

そ

れ
よ
り
上
位

の
主
体

へ
と
統
合

さ
れ
得
な

い
、
と

い
う
国
家
に
対
す

る
所
与

の

前
提
自
体
を
棄
て
れ
ば
、
世
界

国
家

は
実
現
可
能

で
あ
る
、
と
朝
永

は
考
え

る

の
で
あ
る
。
朝
永

の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
「
国
際
国
家
」
は
、
「
国
家
」
を
棄

て

て
連
盟

や
連
合

と
な
る
こ
と
も

で
き

れ
ば
、

「
国
際

」
を
棄

て
て
世
界
国
家
と

な
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず

で
あ

る
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
永
は
世
界
国
家

の
側
に
立
た
な

い
。
そ

し

て
、
こ
こ
に
お

い
て
、
先

ほ
ど

の
、

カ
ン
ト
と

へ
ー
ゲ
ル
は
区
別
可
能

で
あ

る
も

の
の
、

へ
ー
ゲ
ル
的
な
国
家
優
位

の
思
想
が
カ

ン
ト

の
内

面
に
準
備
さ
れ

て
い
た

の
で
は
な

い
か
、
と

い
う

一
連

の
議
論
が
生
き

て
く
る
の
で
あ

る
。

そ

こ
で
朝
永
は
、
カ

ン
ト
が
論
理
と
し

て
は
世
界
国
家
を
認
め

つ
つ
も

、
主
権
国

家
を
基
礎
的
な
単
位
と
す

る
世
界

の
分
立
が
是

で
あ
る

べ
き

で
あ

る
と
考
え

て

い
る
証
拠
と
し
て
、
「
国
民
的
者

の
意
義
」
(
3
7
)

を
認
め
、
「
数
多

国
家

が
其
自
主
権

を
維
持
し

つ
ゝ
相
対

立
す
る
と

い
ふ

こ
と
自
体

に
何
等

か
の
意
義

を
有
す
る
」

と
カ

ン
ト
が
考
え

て

い
た
傍
証
を
何
と
か
集
め
、
世
界
国
家

の
可
能
性
を

「封

じ
込
め
」
よ
う
と
す

る
。

と
は

い
え

、
朝
永

が
持
ち
出
す
論
拠
は
あ
ま
り
に
貧
弱

で
あ

っ
た
。
目
的
論

的
考
察
を
使
え

な

い
と
考
え
た

の
は
朝
永

の
学
的
な
良
心

か
ら

で
あ

る
が
、
学

問

の
分
立
性

を
諸
国
家

の
分
立
性

に
な
ぞ
ら
え
た
比
喩
を
逆
用
し
た
り
、
民
族

の
独
自
性

の
考
察
と

い
っ
た
枝
葉
末
節

に
近

い
記
述
を
拡
大
解
釈
し
た
り
す
る

そ

の
考
察

の
説
得
力

は
、

ひ
い
き
目

に
見

て
も
高

い
と
は
言
え
な
か

っ
た

の
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ン
ト

に
依
拠
し
た
世
界
国
家

の
不
可
能
性

に
関

す
る
朝
永

の

「封

じ
込
め
」
は
、
そ

の
理
論
的
な
脆
弱
さ
を
抱
え
込

み
な

が
ら
、

同
時
代
に
お

い
て
も
後

の
世
代

に
お

い
て
も
解
か
れ
る
こ
と

の
な

い
ま
ま
、
現

在
に
至
る
ま
で
強
固
に
維
持

さ
れ
て
い
く
。
こ

の
封
印

は
、
近
代
主
権
国
家
体

系
を
前
提
と
し
た
世

界
の
あ
り
方

の
正
統
性
が
、
究
極
的

に
は
ト

ー
ト

ロ
ジ
カ

ル
に
し
か
論
証
で
き

な

い
こ
と
を
も
示
し

て
い
る
の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。

(3)

『カ

ン
ト
の
平
和
論
』

の
意
義

近
代
日
本
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
平
和
思
想
に
対
す
る
解
釈

の
系
譜
を
た
ど

つ

て
み
る
と
、
朝
永

以
前

に
は
西
周
、
中
江
兆
民
、
加
藤
弘
之
と

い

っ
た
人
び
と

が
代
表
的
な
存
在

で
あ

る
。
(
3
8
)

し
か
し
彼
ら

の
解
釈

は
、
基
本
的

に
自
己

の
現
実

認
識
や
そ
れ
に
基

づ
く
主
張
を
補
強
す
る
た
め

の
、
ど
ち

ら
か
と

い
う
と
恣
意

的
な
要
素

が
強

か

っ
た
。
ま
た
同
時
代
的

に
は
、
今
中
次
麿

や
米

田
庄
太
郎
、

桑
木
厳

翼
ら
が
議

論
を
発
表

し

て
お
り

、
朝
永

の
解
釈
と

は
異
な

る
部
分
も

あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
体
系
性

や
緻
密
さ
は
朝
永

の
域
に
は
達

し
て
い
な

い
。
(
3
9
)

ま

た
、
鹿
子
木
員
信

の
よ
う

に
、
「永

遠
の
平
和
」
ど
こ
ろ
か

「永
遠

の
戦
」
こ
そ

世
界

の
真
相
で
あ
る
、
と

い
う
主
張

や
、
亀
谷
聖
馨

の
よ
う

に
、
孔
子

や
キ
リ

ス
ト
と
カ

ン
ト
を
比

肩
す

る
か
の
よ
う
な
著
作
も
登
場

し
て

い
た
。

(
40
)
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朝
永

に
と

っ
て
、
『
「我
」
の
自
覚
史
』
と

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』
は
、
自
己
の

哲
学
的
立
場

や
思
想
的
立
場
を
、
西
洋
哲
学
史

の
記
述

や
カ

ン
ト

の
体
系

的
記

述
に
よ

っ
て
包
括
的
に
表
現
し
た
両
輪

で
あ

っ
た
。

『「
我
」

の
自
覚
史
』

に
お

い
て
は
、
過
度
な
同
時
代
的
イ

ン
プ
リ
ヶ
ー
シ

ョ
ン
を
露
わ

に
す
る
留
学
前

の

手
法
を
避
け

つ
つ
も
、
日
本
及
び
日
本
人
が
拠

っ
て
立

つ
べ
き

で
あ
る
と
彼
が

信
じ
る
と

こ
ろ
の
哲
学
的
立
場

の
歴
史
的
形
成
と
基
本
構
造
を
解
明
し
、
西
洋

哲
学
史

理
解

の
基
礎
文
献
と
し

て
多

く
の
学
生

や
研
究
者

に
愛
読
さ
れ
た
こ
と

で
、
朝
永

は
、
近
代
日
本
の
哲
学
的
形
成

の
文
脈
設
定
者

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。

一
方

、

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』

は
、

カ
ン
ト
の
議
論

の
体
系
的
概
説
と

い
う

形
を
取
り

つ
つ
も
、
日
本
及
び
日
本
人

の
主
体
と

し
て
の
、
国
際
的
な
分
立
構

造

の
中
で
の
安
定
的
な
地
位

の
保
証
、
と

い
う
以
前

か
ら

の
問
題
関
心
を
反
映

し
た
著
作

で
あ

っ
た
。

『「
我
」

の
自
覚
史
』

の
歴
史
解
釈
を
規
定
し
て

い
た
理

想
主
義

的
哲
学
史
理
解
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
近
代
的
な
世
界
構
成
、
す
な
わ

ち
、
自

律
し
た
、
自
我
を
持

つ
個
人
が
社
会
契
約
説
的

に
国
家
を
構
成
し
、
自

律
し
た
、
主
権
を
持

つ
国
家
が
国
際
社
会
を
構
成

し
て
い
る
が
、
諸
国
家
は
世

界
国
家

と
な
る
こ
と
は
な

い
、
と

い
う

「
こ
の
世
界

の
で
き
あ
が
り
方
」
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
近
代
的
自
我
を
持

っ
た
人
間
が
国
家
、
世
界
と
ど

の
よ
う

な

関
係

の
中
で
存
立
し

て
い
る

の
か
、
を
定
式
化

し
た

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
近
代
日
本

の
国
際
関
係
認
識

は
、
専
門
的
な
社
会
科
学
と
し
て

の
国
際
関
係
論

が
立
ち
上
が
る
直
前

に
、
や
は
り
専

門
分
化
す
る
直
前

の
、
日

本
と

い
う

ネ
ー
シ

ョ
ン
を
近
代
世
界
に
安
定
的

に
定
位
す

る
と

い
う
目
的
を
明

確
に
持

っ
て
、
世
界
観
、
人
生
観
と
し
て
の
哲
学
を
学
び
、
考
え
、
論
じ
た
哲
学

者

に
よ

っ
て
、
そ

の
基
盤
が
据
え
ら
れ
て

い
っ
た

の
で
は
な

い
か
、
と

い
う

の

が
、
朝
永
三
十
郎

の
歴
史
的
役
割
に
関
す
る
、
本
稿

の
中
心
的
な
主
張

で
あ
る
。

三

国

際

関

係

認

識

(1)

「ボ

ロ

つ
く
ろ

い
」

晩
年
の
朝
永

そ

の
後
朝
永
は
半
年
間

の
ド
イ

ツ
出
張

の
後
、

カ
ン
ト
生
誕
二
〇
〇
周
年

記

念

の
際

の
論
考

の
他
、
デ
カ

ル
ト
、
(
4
1
)

ル

ソ
ー
を
中
心
と
し
た
カ

ン
ト
以
前

の
近

代
哲
学
史

の
系
譜
を
丹
念
に
た
ど
る
仕
事
を
続
け
た
。

一
九
三

一
年
に
は
京
都

帝

国
大
学
を

定
年
退
官
し
、
大
谷
大
学
な
ど

で
引
き
続
き
教
鞭
を
執
り

つ
つ
、

戦
中
期
を
過
ご
し
、
終
戦
を
迎
え

た
。
こ
の
時
期

の
朝
永
が
病
身
を
押
し

つ
つ

力
を
傾
注
し
た

の
は
、

『「
我
」

の
自
覚
史
』
と

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』

の
数
次

に
亘
る
改

訂
増
補
作
業

で
あ
り
、

こ
れ
を
本
人

は
自

嘲
し

て
、
「
ボ

ロ

つ
く

ろ

い
」
と
呼

ん
で
い
た
。

戦
後

に
入

る
と

、
『
哲
学
史

的
小
品
』

『
ル
ネ
サ

ン
ス
及
び
先

カ
ン
ト

の
哲

学
』
と

い

っ
た
最
晩
年

の
研
究
の
集
大
成
と
な

る
著
作
を
刊
行

し
た
。
(
4
2
)

そ

の

一

方

で
、
『
「我
」

の
自
覚
史
』
を

一
九

四
六
年
、
四
七
年
、
四
八
年

、
五
〇
年

に
、

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』

を

一
九

四
七
年

、
五
〇
年

に
改
訂
再
版
し
た
。

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』
は
、
表
記
を
現
代
風

に
書
き
改
め
た
他
は
、
ほ
と
ん
ど
変

更
点

は

な

い
が
、

『「
我
」

の
自
覚

史
』

は
特

に
四

八
年
版
(
4
3
)

に
お

い
て
大
幅

な
改

訂
を
加

え
、

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』
と

の
関
連
づ
け
を
明
確

に
す
る
こ
と

で
、
両
著

の

結
び

つ
き
が
強
固
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
以
前
よ
り
朝
永
が
関
心
を
持

っ
て

い

た
、
仏
教
と
神
秘
思
想

と
の
関
係

に
対
す

る
考
察
も
、
晩
年

の
浄
土
真
宗

へ
の

傾
倒
も
手
伝

っ
て
、
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら

の
諸
版
は
、
併
収
論
文
も
微
妙

に
異
な
り
、
新
た
に
書
き
加
え

ら
れ

て
い

っ
た

「
序
」
か
ら
は
、
当
時
の
朝
永

の
感
懐
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ

こ
か
ら
は
、
朝
永
が
依
然
と
し
て

「理
性

の
哲
学
」
の
可
能
性

に
賭
け

て
お
り
、

ふ
た
た
び
敗
戦
国
と
な

っ
た
ド
イ

ツ
が
理
想
主
義
を
も
と

に
再
帰
す
る
こ
と
を

望

ん
で
い
る
こ
と

や
、
ド
イ

ツ
軍
国
主
義
と

「ゲ

ル
マ
ン
文
化
」
を
同

一
視
す

る
こ
と

へ
の
批
判
な
ど
、
戦
前
と
ま

っ
た
く
ぶ
れ

る
こ
と

の
な

い
視
点
か
ら

の

議
論
を
行

っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(2)

〈自
我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉

近
代
日
本
思
想
史

・
哲
学
史

の
観
点
か
ら
見
た
朝
永
三
十
郎

の
最
大

の
意
義

は
、
彼
が
近
代

日
本

の
哲
学
的
形
成
に
貢
献

し
、
西
洋
哲
学
理
解

の
文
脈
設
定

者
と

し
て

の
役
割
を
果
た

し
た

、
と

い
う

点
に
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば

、
「西

洋

の
衝
撃
」
期

に
お
け
る
、
概
説
者

・
紹
介
者

で
あ

る
が
故

に
持
ち
え
た
オ
リ

ジ

ナ
リ
テ
ィ
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
常

に
曖
昧

で
ゆ
ら

い
で
き
た
近
代
日
本

の

ネ

ー
シ

ョ
ン
と

し
て
の
自
意
識
を
、
仮
に
で
は
あ

れ
安
定
さ
せ
る
よ
う
な
世
界

理
解

の
基
盤
と
な

る
哲
学
史
理
解

の
文
脈
を
定
礎
し
、
そ
れ
を
教
育

・
言
論
活

動

に
よ

っ
て
知
識
層

に
定
着
さ
せ
た
こ
と

、
で
あ

る
。

こ
う
し
た
、
近
代
的
な

主
体
観
、
世
界
観
、

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を

「安
定
さ
せ
る
側
」

の
考
察
や
吟

味

は
、

ア
ジ

ア
主
義

や

[
近
代

の
超
克
」
論
と

い

っ
た

「
ゆ
ら
ぎ
」

の
側

の
研

究

に
比

し
て
、

こ
れ
ま

で
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

朝
永

三
十
郎

の
歴
史
的
意
義
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
止
ま
ら
な

い
。
近
代
日
本

の
哲
学
的
形
成
を
追
究
す
る
中
で
、
朝
永

が
取
り
組

ん
だ

の
は
、
単
な
る
哲
学

上
の
概
念
整
理

で
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
史

の
解
説

で
も
な
か

っ
た
。
朝
永
が
西

洋
哲
学
史
研
究
を
志
し
た

の
は
、
日
本
や
日
本
人

が
安
定
的

に
こ
の
近
代
世
界

の
中

で
自
己
を
認
識
し
確
立

で
き

る
よ
う
な
世
界
観

的
前
提

、
な

い
し
は
認
識

論
的
な
機
制
を
打
ち
立

て
る
と

い
う
、

い
わ
ば

「実

用
的
な

目
的
」
(
4
4
)

の
た
め
で

あ

っ
た
。
そ

の
際
に
朝
永

は
、
個
人
だ
け
を
他
と
切
り
離

し
て
定
式
化
し
た

の

で
も
な
け
れ
ば
、
国
家
だ
け
を
他
と
切
り
離
し
て
定
式
化

し
た

の
で
も
な
け
れ

ば
、
国
際
関
係
だ
け
を
他
と
切
り
離
し

て
定
式
化
し
た

の
で
も
な

い
。
個
人

・

国
家

・
国
際
関
係
を
同
時

に
、
有
機
的

に
、
相
互
参

照
的

・
循
環
参
照
的

に
関

連
づ
け
る
連
関
を
定
立
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
約
言
す
れ
ば
、
自
立

し
自
律
し
た
自
我
に
根
ざ

し
た
個
人
、
そ
う
し

た
個
人

が
構
成

す
る
国
家

(社
会
)
、
そ
し

て
そ
う

し
た
自
立

し
自
律

し
た
国

家

が
構
成
す
る
、
世
界
国
家

へ
と

は
解
消
さ
れ
得
な

い
と

い
う
条
件
付
き

の
国

際

関
係

(社
会
)

の
三
層
構
造

で
あ

る
。

こ
れ
を
暫
定
的

に

〈自
我

・
国
家

・

国
際
関
係
〉
と
名
付
け
よ
う
。

こ
れ
が
近
代

の
世
界
観
を
規
定
す
る
相
互
参
照

的

・
循
環
参

照
的
な
機
制
で
あ
り
、
近
代

に
お

い
て

「
国
際

関
係
と
は
何
か
」

を

問

い
、
考
え
る
際

の
枠
組
み
で
あ

る
。
近
代
国
際
関
係
認
識
は
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
に
せ
よ
批
判
す
る
に
せ
よ
、

こ
の
機
制

に
基
づ

い
た
世
界
の
あ
り
方

を

、
否
応
な
し

に
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん
、
〈自
我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
は
仮
構

さ
れ
た
理
念
で
あ
る
。
し

か
も
、

カ
ン
ト

の
個
人
本
位

の
考
え
方

に
即
し

て
考
え
る
と
、
朝
永
が
気
付

い

た
よ
う
な
論
理
的
な
弱
さ
を
持

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
朝
永
は
、
そ
の
弱

さ
を

あ
え

て
封

じ
込
め

て
、
自
ら
が
直

面
し
て

い
た
時
代

の
現
実
と
真
摯
に
向
き
合

う

中
で
、
半
ば
偶
然
に
、
そ
し
て
半
ば
必
然

に
、

こ
の
世
界

の
あ
り
方

の
説

明

の
仕
方
を
仮
構
し
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
朝
永

の
後
続
者
は
、
こ
れ
を

一
か

ら
構
築
し
直

す

の
で
も

な
く
、
ま
た
朝
永

が
世
界

国
家

の
問
題

に
集
約
さ

れ
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る
、
こ

の
図
式
が
持

つ
難
点

を
封
印
し
た
こ
と
を
再
吟
味
す

る
こ
と
も
な
く
、

こ

の
枠
組
み
を
所
与

の
も

の
と
し

て
と
ら
え
、
さ
ら
に
強
化

し
よ
う
と
し

て
き

た

の
で
あ
る
。

(3)

カ

ン
ト
読
解
の
系
譜

の
中

の
朝
永

こ

の
こ
と
は
、
朝
永
以
後

の
カ
ン
ト
読
解

の
系
譜

を
瞥
見

し
て
み
る
と
明
瞭

と
な
る
。
カ

ン
ト
を
も
と

に
し
て
国
際
関
係
や
世
界
を
語

る
議
論

の
直
系
と
言

え
る

の
は
、
南

原
繁

の

「
カ
ン
ト

に
於
け
る
国
際
政
治

の
理
念
」
と
、
そ

の
改

稿
版
で
あ
る

「
カ

ン
ト
に
お
け

る
世
界
政
治

の
理
念
」
で
あ

る
。
(
4
5
)

こ
こ
で
南
原

は
、
我

の
自
律

と

い
う
朝
永

の

『
カ
ン
ト

の
平
和
論
』
を

ほ
ぼ
踏
襲
し
た
理
論

構
成
で

「
世
界
国
家

の
不
可
能
性
」

の
議
論
ま
で
た
ど
り
着
く
。

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
こ
で
は

「消
極
的
代
用
論
」
以
上
に
は
踏
み
込
ま
ず

、
そ

こ
か
ら
更

に
、
カ

ン
ト
的
立
場
か
ら

一
歩
進

ん
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
以
降
の
民
族
概
念

に
依
拠

し
た

民
族
国
家
論
を

押
し
出

し
、
世
界
連
邦

国
家

の
妥
当
性

を
論
証

し
て

い

く
。
朝
永

が
封

じ
込
め
た
理
論
的
可
能
性

に
関
し
て
は
、
そ
の

「封

じ
込
め
」

を
踏
襲
し

て
近
代
国
際

関
係

の
構
造
を
説

い
て
い
る

の
で
あ

る
。

ま
た
・
朝

永
の
整

を
直
接
受

け
て
い
た
・
高
坂
正
顕

の
戦
後

の
議
論(46
)を

み

て
も
、
も
は
や
朝
永

の

「封

じ
込

め
」

に
は
言
及
せ
ず
、
世
界
公
民
社
会

に
即

し
て
、
世
界
共
和
国
を
積
極
的
理
念
、
統
制
原
理
と
み
な
し
、
国
際
連
盟
を
消

極
的
代
用
物
、
構
成
原
理
、
な

い
し
は

「
図
式
化
さ
れ
た
理
念
」
と

み
な
す
こ

と

で
処
理
し

て
お
り
、
朝
永

の
論
点

に
は
拘
ら
な

い
。
両
者

以
降

の
、
戦
後

の

カ
ン
ト
研
究
者
た
ち

の
解
釈

の
系
譜
を

み
て
も
、
朝
永
が
施

し
た

「封
印
」
を

解

い
て
、

「国
際
」
を
棄
て
る
か
、
「国
家
」
を
棄

て
る
か
と

い
う
選
択
肢
が
開

か
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
論
者

は
ほ
と
ん
ど

い
な
か

っ
た
。
む

し
ろ
、
暗

黙

の
前
提
と

し
て
そ
こ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
「
封
じ
込

め
」

に
基

づ
く
カ

ン
ト

解
釈
、
理
解
を
揺

る
ぎ
な

い
前

提
と
み
な
し
、
「
世
界

国
家

」
の
可
能

性
/
不

可
能
性
は
考
え

な

い
で
よ
い
、
と

い
う
姿
勢

が
標
準
的
作
業
手
続

(S
O
P
)
と

な

っ
て

い

っ
た

の

で
あ

る
。

(
47
)

も
ち
ろ
ん
、
特

に

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
諸

国
家

の
分
立

に
基
づ

い
た
国
際

関
係

の
み
で
世
界
を
考

え
る

こ
と

の
自
明
性

に
異
を
唱
え

た
論
者

が
、

い
な

か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
馬
場
伸
也
や
最
上
敏
樹
氏
と

い
っ
た
論
者
が
、
ト

ラ

ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
活
動
、
非
国
家
行
為
体

の
活
動
、
人
類
益

に
基
づ
く
地
球

社
会
、
地
球
文
化

の
可
能
性

に
つ
い
て
、
見
解
を
表
明

し
続
け

て
き
た
。
(
4
8
)

し
か

し
、
そ
れ
ら
の
議
論

は
、
既
存

の
近
代
国
際
関
係
認
識
を
超
克
し
得
た
と
は
言

い
難

い
。

そ

の
理
由
と

し
て
、
第

一
に
は
、
現
実

の
変
化

が
彼
ら

に
追

い
つ
い
て
い
な

か

っ
た
面
も
あ

ろ
う
。
第

二
に
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な

こ
と
と
し

て
、
彼
ら

の

多

く
が

「
国
際
関
係
」
だ
け
を
抜
き
出

し
た
り

、
あ

る
い
は
地
球
全
体

の
レ
ベ

ル
を

一
気

に
変
革
す

る
こ
と
を
試
み
た
り

し
て
き
た

こ
と

に
あ

る
の
で
は
な

い

で
あ
ろ
う

か
。
近
代
国
際
関
係
認
識
が
、
〈自
我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
と

い
う

認
識
論
的
機
制

の
中

で
観
念

さ
れ
、
考
え

ら
れ
て
き

て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、

世
界
を
構
成
す
る
諸
水
準
と

「
国
際
関
係
」

の
相

互
連
関
を
解
き
ほ
ぐ
し

て
い

く
こ
と
が
む

し
ろ
現
在
、
そ
し
て
今
後
、
必
要
な

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様

の
こ
と
は
、
英
語
圏
に
お
け

る
カ
ン
ト

の
平
和
論
理
解

に
も
あ

て
は
ま

る
。

一
九
世
紀

か
ら
今

日
に
至
る

『永
遠

平
和

の
た
め

に
』

の
受

容

過
程
と
そ
の
特
徴
を
通
観
し
た
イ
ー
ズ

レ
ー
に
よ
れ
ば
、
(
4
9
)

カ

ン
ト
読
解

の
系
譜
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は
、

一
九

世
紀
中
盤

か
ら

二
〇
世
紀
中
盤

の
国
家
を
超
え

る
秩
序

に
基

づ
く

平
和

(パ
タ
ー

ン

一
)
と
、

一
九

五
〇
年
代
以
降

の
国
家
中
心
的
な
平
和

(
パ

タ
ー

ン
二
)
に
分
け
ら
れ
る
。
パ
タ
ー
ン

一
は
、
主
権

の
制
限

・
放
棄
を
も
と

に
し
た
国
際
国
家

の
形
成
を
め
ざ
す

フ
ェ
イ
ズ

一
と
、
主
権
を
制
約
す

る
も

の

の
連
邦

・
連
盟
に
と
ど
め
る

フ
ェ
イ
ズ

二
に
分
か
れ
る
。

い

っ
ぽ
う

、
パ
タ
ー

ン
ニ
は
、
国
家
主
体

の
自
主
性

や
不
可
欠
的
重
要
性
を
強
調
す
る

フ
ェ
イ
ズ

一

と
、
民
主
・王
義

の
平
和
論
が
代
表
す

る
フ

ェ
イ
ズ

二
に
分
か
れ
る
と

い
う
。

イ
ー
ズ

レ
ー
は
、
パ
タ
ー

ン

一
か
ら
パ
タ
ー
ン
二

へ
の
移
行
を
も

っ
と
も
大

き
な

モ
メ
ン
ト
と
と
ら
え

て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
ま

で
見
て
き
た
と
お
り
、

国
際
関
係
認
識
研
究

の
視
点
、
こ
の
世
界

が
ど

の
よ
う
に
し
て
出
来
上

が

っ
て

い
る

の
か
を

い
か
に
理
解
し
、
説
明
す

る
か
、
と

い
う
視
点
に
立
て
ば

、
決
定

的
な

の
は
世
界
国
家
を
放
棄

し
、
不
可
能
と

み
な
し
た
瞬
間
で
は
な

い
で
あ

ろ

う
か
。
イ
ー
ズ

レ
ー

の
仕
事

と
彼

が
引
用
す

る
諸
文
献
を
見
る
限
り
で
は
、
英

語
圏

で
こ

の
不
可
能
性

の
モ
メ

ン
ト
が
ど

の
よ
う

に
生
じ
た

の
か
は
定

か
で
は

な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
考
察
を
踏
ま
え

る
と
、
カ

ン
ト

の
国
際

関
係
研

究
上

の
最
大

マ
ク

ロ
的
な
意
義

は
、

い
わ
ゆ
る

「
カ

ン
ト
的
イ

メ
ー
ジ
」

「民

主
的
平
和
論
」
な
ど
と

の
関
連

の
み
に
お

い
て
で
は
な
く
、
近
代
世
界
の
構
成

の
さ
れ
方
や
そ

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
に
対
す

る
認
識

の
集
約
的
な
反
映
と

い
う
点

に

存
す
る

の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿

で
は
、
第

一
に
朝

永
三
十
郎

の
歴
史
的
意
義
を
近
代
日
本
思
想
史

・
哲

学
史

の
中

で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と

し
、
朝
永
が
単
な
る
受

け
売
り

の

概
説
者
で
は
な
く
、
近
代

日
本

の
哲
学
的
形
成
と

い
う

ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
課
題
を

背
負

っ
た
、
西
洋
哲
学

史
理
解

の
文

脈
設
定
者

で
あ

る
こ
と

を
明
ら

か
に
し

た
。
こ
れ
を
体
現
し
た
の
が

『
「我
」

の
自
覚
史
』

で
あ

っ
た
。

ま
た
、
後
世
か
ら
見

れ
ば
単
な

る
解
説
や
紹
介

に
見
え

る
仕
事

に
、
朝
永

の

同
時
代
的
な
問
題
意
識

が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て

い
る
こ
と

、
さ
ら
に
、
逆
説
的

で
あ
る
が
そ
れ
が
概
説

や
祖
述

に
近

い
も

の
で
あ
る
が
故

に
な
お
さ
ら
、
そ

の

構
築

の
仕
方

に
朝
永

の
、
学
術
的
良
心
を
逸
脱
し
な

い
範
囲

で
の
独
自
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
見

て
き
た
。
朝
永

の
仕
事

は
、
シ

ュ
ウ
ォ
ル
ツ
の

描
き
出
し
た
厳
復

ほ
ど

「翻
訳
」

に
特
化
し
た
り
持
論
を
挿

入
し
た
も

の
で
は

な
か

っ
た
が
、
そ

の

一
方

で
、
厳
復
同
様
、
西
欧
列
強
と
対
峙

し

つ
つ
近
代

の

立
ち

上
げ
期

に
あ

っ
た
自
国
と
自

国
民
を
ど

の
よ
う

に
形
成

し

て
い
く

べ
き

か
、
と

い
う
規
範
的
な
意
識
を
強
く
持

っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た

の

で
あ

る

。

(50
)

近
代
日
本

の
哲
学
的
形
成
と

同
時

に
朝
永
が
弁
証
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

か

っ

た

の
は
、
日
本
な
ら
び
に
日
本
人
と

い
う
主
体
が
近
代
世
界
の
中
で
安
定
的

に

存
在

し
、
[
人
文
」
を
交
換
し
、
共
存
し
続
け

る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
世
界

の
あ
り
方

で
あ

っ
た
。
こ

の
世
界
像

に
関
し

て
、

『「
我
」

の
自
覚
史
』
と

関
連

づ

け

つ
つ
基
本
構
造
を
導
き
出
し
た

の
が

『
カ
ン
ト
の
平
和
論
』
で
あ

っ
た
。

こ
の
議
論

の
背

景
に
は
、
「
凱
旋
門
」
論
文
を
は

じ
め
と
す

る
留

学
以
前

の

一

連

の
議
論
、
留
学
後

の
第

一
次
世
界
大
戦
下

の
ド
イ

ツ
哲
学
擁
護
論
と

い
っ
た

時
事
的
な
問
題
関
心
が
複
雑
に
投
影
さ

れ
て
い
た
。

『カ

ン
ト

の
平
和
論
』

は
、

こ
う
し
た
研
究
履
歴

の
延
長
線
上

に
、

一
見
平
和
論

の
解
説
に
見
え

な
が
ら
平

和
論

に
と
ど
ま
ら
な

い
議
論
と
し
て
成
立
し
た

の
で
あ
る
が
、
朝
永
自
身

の
留
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学
後

の
姿
勢

の
転
換
な
ど
も
手
伝

っ
て
、
そ
う

し
た
複
雑
な
背
景

や
意
図
が
見

え
に
く

い
仕
事

に
な

っ
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

最
後
に
本
稿
で
は
、
朝
永

が
カ
ン
ト

に
託
し
て
提

示
し
た
世
界
構
成
を

〈自

我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
と
名
付
け
、
近
代
国
際
関
係
認
識
は
こ
の
、
カ
ン
ト

に
拠
る
限
り
で
は
難
点

が
あ

る
が
、
人

々
の
世
界
認
識
を
支
え

る
上

で
極
め

て

強
固
な
力
を
持

つ
枠
組

み
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
安
定
し
て
き

た
の
で
は
な

い

か
と

い
う
仮
説
を
提
起

し
た
。

こ
の
概
念
構
成
自

体
、
さ
ら
な
る
洗
練

が
必
要

で
あ
る
が
、
国
際
関
係

研
究

の
あ
り
方
そ

の
も

の
と
こ

の
概
念
構
成

は
密
接
な

関
係
が
あ
り
、
こ

の
仮
説
を
も
と

に
国
際
関
係
研
究

(国
際

政
治
学

、
国
際
関

係
論
な
ど
を
含
む
総
称

)
と

い
う
学
知

の
歴
史
的
特
質
を
解

明
し
て

い
く

こ
と

も
、
今
後

の
課
題
と
な
る
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
た
と
え
ば
ケ
ネ

ス

・
ウ
ォ
ル
ツ
の
初
期

の
仕
事
、
M
a
n
,

が
提
示

し
た
三

つ
の
イ
メ

ー
ジ
論

は
、

〈自

我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
と

い
う
認
識
論
的
機
制

の
裏

返
し
で
も
あ

る
。
(
5
1
)

ウ
ォ

ル
ツ
の
議
論
は
、
国
家

間
戦
争

の
原
因
追
及
と

い
う

限
定

的
な
目
的
を
持

っ
て

い
た

一
方

で
、
イ

メ
ー
ジ
間

の
相

互
作
用

に
関
す
る
考
察

を
含

ん
で

い
た
は

ず

で
あ

る
。
し
か
し
、
三

つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
断
し
て
研
究
領
域
を
限
定
す

る

「分
析

レ
ベ
ル
論
」
は
、
そ

の
理
論

の
射
程
を
国
際
関
係
現
象

一
般

へ
と
拡
大
す

る

一
方

、
イ
メ
ー
ジ
間
関
係
を
や
や
倭
小
化
し

て
還

元
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま
た
、

ウ
ォ
ル
ツ
自
身

も
、
国
際

シ
ス
テ
ム
レ
ベ
ル
の
み
に
焦
点
を
絞

っ
た
構

造

的
リ
ア
リ
ズ

ム

へ
と
進
ん
で

い
く
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
分
断

・
限
定
と

一
般
化

の
射
程

の
拡
大
に
よ
る
理
論
的

「発
展
」
が
可
能
な

の
は
、
分
断

・
限
定
を
可
能
に
し
、
許
容
す
る

く自
我

・
国

家

・
国
際

関
係
〉
と

い
う
有
機
的
連
関
が
予
め
想
定

さ
れ
、
共
有
さ
れ

て
い
る

こ
と
の
効
果
な

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
の
扱
う
範
囲
を
出

る
が
、
朝

永
三
十
郎
を
も
と

に
し
た
考
察
は
、
翻

っ
て
ウ

ォ
ル

ツ
や
欧
米

の
国
際
政
治
学

の
依
拠
す
る
国
際

関
係
認
識
、
な

い
し
は
世
界
観

の
形
成
史

へ
と
接
続
し
得

る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

こ

の

「
世
界
の
で
き
あ
が
り
方
」

に
関
す
る
考
え
方

は
、
有
期
な
も

の
で
あ

り
、
現
実
と

の
変
化
と

と
も
に
変
化
す

る
。
と
す

れ
ば

我

々
は
、

〈自
我

・
国

家

・
国
際
関
係
〉

に
代
わ

る
新
た
な
認
識
的
論
的
機
制
を

、
新
た
な
現
実
と

の

関
係
に
お

い
て
見
出
す

こ
と

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す

る
こ
と
は
、
国
際
関
係
研
究
と

い
う
知

の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
社
会
科
学
、
人
文

科
学
全
般

の
知

の
あ
り
方

の
再
編
成
を
促
す

こ
と

に
な

る
可
能
性

が
あ
る
し
、

国
際
関
係
研
究
と

い
う
立
場
か
ら
世
界
を
考
え
、
論

じ
て
い
く

こ
と

に
貢
献
す

る
知
的
営
為
と

し
て
の
意
義
を
持

つ
、
と

い
う

の
が
筆
者

の
見
通
し

で
あ

る
。

(1
)

本
稿
は
、
「
日
本
に
お
け
る
近
代
国
際
関
係
認
識
の
原
的
形
成

朝
永
三

十
郎
と

〈自
我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
」
(東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科

国
際
社
会
科
学
専
攻
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
年
二
月
)
の
論
旨
を
簡
潔
に

総
括
し
、
日
本
政
治
学
会

二
〇
〇
七
年
度
研
究
会
自
由
論
題
P
政
治
思
想

(二

〇
〇
七
年

一
〇
月
七
日
)
に
お
い
て
報
告
し
た
内
容
に
基
づ

い
て
い
る
。
関
連

す
る
文
献
と
し
て
、
ズ
自
我

・
国
家

・
国
際
関
係
〉
文
化
と
し
て
の
国
際
関
係

認
識
研
究
序
説
」

『国
際
社
会
科
学
』
第
五
二
輯
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
[朝
永

三
十
郎

の
カ
ン
ト
論

近
代
日
本
の
哲
学
的
形
成
と
国
際
関
係
認
識
形
成

の
原

的
交
錯
」
『国
際
社
会
科
学
』
第
五
三
輯
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
「
国
際
関
係
認

識
と
朝
永
三
十
郎
」
『創
文
』
第

四
九
七
号
、
二
〇
〇
七
年
五
月
も
参
照
さ
れ

た
い
。
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(2
)

こ
の
点

に
関
し
て
は
、
「
国
際
文
化
論
に
お
け
る
二
つ
の
文
化
」

『国
際
政

治
』
第

一
二
九
号

(二
〇
〇
二
年
二
月
)
。

(3
)

「朝
永
三
十
郎
」

『哲
学
事
典
』
平
凡
社
、

一
九
七

一
年
、

一
〇
二
九
頁

な
ど
。

(4
)

朝
永

お
よ
び
そ

の
著
作
に
関
す

る

一
般
的
な
記
述
と

し
て
、
「朝
永

三

十
郎
」
中
村

元

・
武
田
清

子
監
修

『近
代
日
本
哲
学
思
想
家
辞
典
』
東
京
書

籍

、

一
九
八
二
年
、
一
朝
永
三
十
郎
」
『明
治
文
学
全
集

八
〇

明
治
哲
学
思

想
集
』
筑
摩
書
房
、
朝
永
三
十
郎

「
朝
永
三
十
郎
」
子
安
宣
邦
監
修

『日
本
思
想

史
辞
典
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇

一
年
、
三
井
清

「解
説
」
「年
譜
」
朝
永
三
十

郎

『決
定
版

近
世
に
於
け
る

「我
」
の
自
覚
史
』
角
川
文
庫
、

一
九
五
二
年
、

朝
永
先
生
の
思

い
出
編
纂
会

『朝
永
三
十
郎
先
生
の
思
い
出
』
非
売
品
、

一
九

五
七
年
。
以
下
本
論
文
で
言
及
さ
れ
る
朝
永
の
伝
記
的
記
述
は
す
べ
て
、
こ
れ

ら
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。

(5
)

朝
永
三
十
郎
編

『哲
学
綱
要
』
寳
文
館
、

一
九
〇
二
年
、
お
よ
び
同
編

『哲

学
辞
典
』
寳
文
館
、

一
九
〇
五
年
。

(6
)

三
木
清
、
天
野
貞
佑
ら
の
回
想
、
前
掲

『思
い
出
』
。

(7
)

こ
の

一
〇
年
間
に
お
け
る
主
な
著
作
は
、
朝
永

『哲
学
と
人
生
』
隆
文
館
、

一
九
〇
七
年
、
お
よ
び
朝
永

『人
格

の
哲
学
と
超
人
格

の
哲
学
』
弘
道
館
、

一

九
〇
九
年
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(8
)

最
初
期
の
著
作
と
し
て
、
朝
永

「自
然
科
学
の
智
識
に
基
づ
け
る
唯
心

論
」
『丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第

一
二
号

(
一
九
〇
三
年
四
月
)
、
七

一
-

一
〇
〇
頁
。
方
法
論
的
な
著
作
と
し
て
、
朝
永

「
哲
学
史
攻
究

の
旨
趣
と
研
究

法
と
に
就
て
」
『哲
学
雑
誌
』
第
二
〇
〇
号

(
一
九
〇
三
年

一
〇
月
)
、
二

一
-

三
〇
頁
な
ど
。
こ
の
文
章
は
、
瀬
沼
茂
樹
編

『明
治
哲
学
思
想
集

(明
治
文
学

全
集
八
〇
)
』
(筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
年
)
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
近
代
日

本
哲
学
史
研
究
に
お
け
る
最
初
期
の
方
法
論
的
な
議
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

(9
)

丁
酉
倫
理
会
に
つ
い
て
は
、
「
丁
酉
倫
理
会
」
鹿
野
政
直
、
鶴
見
俊
輔
、
中

山
茂
編

『民
間
学
事
典

事
項
編
』
三
省
堂
、

一
九
九
七
年
、
四
三
五
頁
、
お

よ
び
宮
本
又
久

「創
立
期

の

『丁
酉
倫
理
会
』
の
性
格
」
『金
沢
大
学
教
育
学

部
紀
要
』
第

一
九
号

(
一
九
七
〇
年

一
二
月
)
参
照
。

(10
)

朝
永

「
希
臘
人
文
の
特
性
を
論
じ
て
我
邦
人
文
の
将
来

に
及
ぶ
」
『丁
酉

倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
三
八
号

(
一
九
〇
五
年

一
一
月
)
、

一
-
三
四
頁
、
朝

永

「希
臘
民
族

の
哲
学
的
素
質
」
前
掲

『哲
学
と
人
生
』
、
九
六
-

一
四
八
頁
、

朝
永

「ド
ン
キ
ホ
ー
テ
と

ハ
ム
レ
ッ
ト

(現
代
思
潮
に
就

て
)
(全
二
編
)
」
『丁

酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
四
六
号

(
一
九
〇
六
年
七
月
)
、
五
三
-
七
三
頁
、

第
四
七
号
、
二
三
-
四
八
頁
。

(11
)

朝
永

「
凱
旋
門
は

一
時
的
た
る
可
し
」

『丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第

四
九
号

(
一
九
〇
六
年

一
〇
月
)
九
三
-
九
四
頁
、
以
下
同
様
。

(12
)

朝
永

「
人
格
哲
学
雑
感
」
『東
亜
之
光
』
第

四
巻
第
四
号

(
一
九
〇
九
年

四
月
)
、

一
九
-
三
二
頁
、
以
下
同
様
。
ほ
か
に
、
朝
永

「個
性
主
義
に
就

て

(全

二
編
)
」
『丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
六
八
号

(
一
九
〇
八
年
五
月
)
、

四

一
-

五
五
頁
、
第
六
九
号

(
一
九
〇
八
年
六
月
)
、
四
九
-
六
二
頁
、
朝
永

「人
格
的
唯
心
論
に
就
て

(全
二
編
)」

『丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
七
五

号

(
一
九
〇
八
年

一
二
月
)
、
四
五
-
八
〇
頁
、
第
七
六
号

(
一
九
〇
九
年

一

月
)
、
四
六
-
六
四
頁
、

(13
)

朝
永

「
西
洋
に
於
け
る
没
我
思
想
と
主
我
思
想
と
の
消
長
と
民
族
的
分
布

と
を
述
べ
て
我
国
の
思
想

に
及
ぶ

(全
三
編
)
」
『丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』

第
七
九
号

(
一
九
〇
九
年
四
月
)
、

一
-
四

一
頁
、
第
八

一
号

(
一
九
〇
九
年

六
月
)
、
三
七
-
五
八
頁
、
第
八
二
号

(
一
九
〇
九
年
七
月
)
、

一
一
-
四
五
頁
。

以
下
は
八
二
号
掲
載
分
よ
り
。

(14
)

朝
永

「類
化
と
応
化
」
『人
格

の
哲
学
と
超
人
格

の
哲
学
』
、
三
四
七
-
三

七
三
頁
。

(15
)

渋
谷
藹

「温
容
珠
の
如
き
恩
師
」
前
掲

『思

い
出
』
五
八
頁
。

(16
)

朝
永

「
ボ

ロ
ニ
ャ
哲
学
大
会
」
『藝
文
』
第

二
年
第
八
号

(
一
九

一
一
年

八
月
)
、

一
五
七
-

一
六
二
頁
、
朝
永

「
優
種
学
万
国
大
会
に
就
て
」
『丁
酉
倫

理
会
倫
理
講
演
集
』
第

一
三
〇
号

(
一
九

一
三
年
六
月
)
、

一
-
四
三
頁
な
ど
。
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(
17
)

三

井
浩

「
恩
師
朝

永
先

生
」

前
掲

『思

い
出
』
、

六
六

頁
。

(
18
)

同

上
、

八
二
頁

。

(19
)

朝

永

州近

世

に
於
け

る

『我

』

の
自
覚

史
」

『丁
酉
倫

理
会
倫

理
講

演
集
』

第

一
三
八

号

(
一
九

一
四
年

二
月

)
、
三

八
-

六
九

頁

、
第

一
三

九
号

(
一
九

一
四
年

三
月

)、

一
-

三
五
頁

、
第

一
四
四
号

(
一
九

一
四
年

八
月

)
、

一
-

三

一
頁

、
第

一
四
五
号

(
一
九

一
四
年
九

月

)、

一

一
-

四
七

頁
。

一
九

一
四
-

一
五
年

は
、
複

数

の
論
文

を
同

時
進
行

的

に
執
筆

し

て
お
り
、

朝
永

が
も

っ
と

も

集
中

的

に
著

述
を

発
表

し
た
時

期

で
あ

る
。

(20
)

朝

永

『近
世

に
お

け
る

「我

」

の
自
覚

史
』

寳
文
館

、

一
九

一
六
年

。

(21
)

一
第
十

五
、
十

六
世

紀

に
於
け

る
欧
州

の
思

想
上

の
革
新

は
、

其
性
質

に

於

て
吾

明
治

維
新

の
革
新

に
酷

似

し
て
居

る
。
自

己
固
有

の
文

明
と

は
非
常

に

性

質

の
違

っ
た
文

明
を
発

見

し
た

こ
と
、
蛮

野
視

し

て
居

つ
た
其
文

明
が
重

要

な
点

に
於

て
自

己

固
有

の
文
明

よ
り

も
遙

か

に
優

秀

で
豊

富

な
る

こ
と
を
覚

つ

た

こ
と

、
自

然
科

学
上

の
世
界

観

が
全
然
改

造

さ
れ
た

こ
と

、
学
問

上
道

徳
上

に
於

て
伝
承

若
く

ば
證
権

に
拘

束

さ
れ

て
居

つ
た
個
人

的
良
心

が
解

放
さ

れ
た

こ
と
等

に
於

て
両
者

は
全

然
相

一
致
す

る
」

(前

掲

「
『我
』

の
自
覚

史
」
論
文

、

第

一
三
八
号

掲
載

分
、

四
〇

頁
)

(
22
)

朝

永

『獨
逸

思
想

と
其
背

景
』

寳
文

館
、

一
九

一
六
年

。

(
23
)

朝

永

「思
想

上

の
国
産
奨

励
論

に
就

て
」
『丁
酉

倫
理
会

倫
理
講

演
集
』
第

一
四
九
号

(
一
九

一
五
年

一
月
)
、

一
八
-

三

一
頁

、
以

下
同
様

。

(
24
)

朝
永

「独

逸

思
想

と
軍

国
主

義

」

『丁

酉
倫

理
会

倫
理

講
演

集
』

第

一
五

〇
号

(
一
九

一
五
年
年

二
月

)、

四

〇
-

七

五
頁

、
以
下

同
様

。

(
25
)

前
掲

」思

想
上

の
国
産

奨
励

論

に
就

て
」

二
七

頁

が
初
出

で
あ
り

、
「
独

逸
思

想
と

軍
国
主

義
」

五

一
-

五

二
頁

で

へ
ー
ゲ

ル
、

ニ
ー
チ

ェ
と

の
差

異
を

も
と

に
さ

ら

に
論

じ

て

い
る
。

(
26
)

朝
永

「拙

著

の
批

評

に
対

し

て
」

『丁

酉
倫

理
会

倫

理
講
演

集
』

第

一
七

二
号

(
一
九

一
六
年

一
二
月

)、

二
七
-

四

六
頁

、
以
下

同
様

。

(
27
)

朝
永

三
十

郎

宛
書

簡

二
通

(大

正

八
年

一
〇

月
九

、

一
〇

日
)

『西

田
幾

多
郎

全
集

第

一
八
巻
』

岩
波

書
店

、

一
九
五

三
年
、

二

一
七
,

二

一
八
頁

(書

簡
番

号

二
五
八
)
。

(
28
)

朝
永

「
カ

ン
ト

の
永
遠

的
平

和
論

の
半
面

」
『哲

学
研
究
』

第
六

〇
号

(
一

九

二

一
年

)
、

一
-

二
九

頁
。

(
29
)

朝
永

「
カ
ン
ト
の
平
和
観
に
就
て
―

一
一
月
六
日
京
都
哲
学
会
講
演
」

『哲
学

研
究
』

第
七

〇
号

(
一
九

二
二
年
)
、

三
三
-

六
六

頁
。

(30
)

朝

永

三
十
郎

「
カ

ン
ト

の
平
和

論

」

『改
造

』

一
九

二

二
年

三
月

号

、

一

-

四
七
頁

。

(
31
)

朝
永

三
十

郎

『カ

ン
ト

の
平

和
論
』

改
造

社
、

一
九

二

二
年

。

(
32
)

遠

山
義

孝
訳

「永

遠
平

和

の
た

め

に
」

『
カ

ン
ト
全
集

一
四

歴

史
哲

学

論

集
』

岩
波

書
店

、

二
〇

〇

〇
年
所

収

(傍
点

、

強
調

は

原
典

通
り

)
、

二
七

三

頁
。

(
33
)

同

上
。

(
34
)

朝
永

、
前

掲

「
カ

ン
ト

の
平

和
論

」、

二
一二
頁
。

(35
)

同

上
、

二
二
-

二
四
頁

。

(36
)

同

上
、

二
四
頁

。

(37
)

同

上
。

(38
)

包

括

的

な
整

理
と

し

て
、
舩

山
信

一

「朝

永

三

十
郎

に
お

け

る

カ

ン
ト

の
平
和

論

付

鹿

子
木

員
信

と
亀

谷

聖
馨

と

に
お
け

る

カ

ン
ト

の
平

和
論

」

『舩

山
信

一
著

作
集

第

七
巻

大

正
哲

学
史

研
究

』

こ

ぶ
し
書

房

、

一
九
九

九

年

(初

出

一
九

六

五
年
)
、

一
二
六
-

一
五
九
頁

、
片

木

清

「
『
永
久

平
和

論
』

よ
り

み
た
わ

が
国

に
お
け

る
カ

ン
ト

の
受

容

に

つ

い
て
」

家
永

二
郎

、
小

牧
治

編

『哲

学
と

日
本
社

会
』

弘
文
堂

、

一
九
七

八
年
。

(39
)

桑

木
厳

翼

「
カ

ン
ト

の
歴

史
哲

学

に
就

て
」

『哲

学

雑
誌

』
第

三
四

〇
号

(
一
九

一
六
年
六

月
)
、
桑
木

『カ

ン
ト

と
現
代

の
哲

学
』

岩
波

書
店

、

一
九

一

七

年
、

米
田
庄

太
郎

「
カ
ン
ト

の
歴
史
哲

学

(四
)
」

『哲

学
研

究
』

第

四
〇
号

(
一
九

一
九

年
)
、
七

八
-

一
〇

四
頁
、
今

中
次

麿

「
カ

ン
ト

の
契
約

的
国

際
社

会

論
」

『外

交
時

報
』
第

四

一
九
号

(
一
九

二

二
年

四

月
)
、
今

中

「
カ

ン
ト

の

政

治
思

想
」

『同

志
社
論

叢
』

第
八
号

(
一
九

二
二
年

六
月
)
。

(40
)

鹿

子
木

員
信

『永
遠

之
戦
』

同
文
館

、

一
九

一
五
年

、
鹿

子
木

「
カ

ン
ト
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の

『永
遠

の
平
和
』
を
論
ず
」
『哲
学
雑
誌
』
第
三
五
三
、
三
五
四
号

(
一
九

一

六
年
七
、
八
月
)、
亀
谷
聖
馨

『永
遠

の
平
和
』
弘
道
館
、

一
九

一
八
年
。

(41
)

朝
永
三
十
郎

『デ
カ
ル
ト
』
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
、
朝
永

「
西
洋
哲

学
史
概
説

近
世
前
期
」
『岩
波
講
座
哲
学
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
三
三

年
、
朝
永

『
デ
カ
ル
ト
省
察
録
』
岩
波
書
店
、

一
九
三
六
年
な
ど
。

(42
)

朝
永
三
十
郎

『哲
学
史
的
小
品

ル
ソ
ー

・
カ
ン
ト

・
ロ
ッ
ツ
ェ
』
黎
明

書
房
、

一
九
四
八
年
、
朝
永

三
十
郎

『
ル
ネ
サ
ン
ス
及
び
先
カ
ン
ト
の
哲
学
』

岩
波
書
店
、

一
九
四
八
年
。

(43
)

朝
永
三
十
郎

『近
世
に
於
け
る

[我
」
の
自
覚
史
』
改
訂
版
、
宝
文
館
、

一
九
四
八
年
。

(44
)

吉
川
弘
之

『
テ
ク
ノ
グ
ロ
ー
ブ
』
工
業
調
査
会
、

一
九
九
三
年
。

(45
)

南
原
繁

[
カ
ン
ト
に
於
け
る
国
際
政
治
の
理
念
」
吉
野
作
造
編

『政
治
学

研
究

小
野
塚
教
授
在
職
廿
五
年
記
念
』
岩
波
書
店
、

一
九
二
七
年
、
四
九
二

-

五
六
四
頁
、
南
原

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
世
界
秩
序

の
理
念
」
『南
原
繁
著
作

集
』
第

一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
二
年
、

一
二

一
-

一
九
四
頁

(初
出

一
九

四
二
年
)
。
両
者
は
微
妙
に
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
南
原

の
議
論
に
関
し
て

は
、
苅
部
直

「平
和

へ
の
目
覚
め
」
『思
想
』
二
〇
〇
三
年

一
月
号
、

一
五
四
-

一
七

一
頁
、
加
藤
節

『南
原
繁
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
。

(46
)

高
坂
正
顕

「
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
」
『展
望
』

一
九
五

一
年

一
月
号
、
三

八
-
四
三
頁
、
高
坂

『政
治

・
自
由
及
び
運
命
に
関
す
る
考
察
』
弘
文
堂
、

一

九
四
七
年
、
高
坂

「世
界
公
民

の
立
場
」
『高
坂
正
顕
著
作
集
』
第
三
巻
、
理
想

社
、

一
九
六
五
年
、

一
八

一
-

二
二
三
頁

(初
出

一
九
四
九
年
)
。

(47
)

代
表
的
な
仕
事
と
し
て
、
片
木
清

「
カ
ン
ト

『永
久
平
和
論
』

の
歴
史
的

意
義
と
方
法
論
の
問
題
」
『国
際
学
院
埼
玉
大
学
研
究
紀
要
』
第

八
号

(
一
九

八
七
年
)

、
宮
田
光

雄

「
カ
ン
ト
の
平
和
論
と
現
代
」
宮
田
光
雄

『平
和
の
思
想
史
的
研
究
』
創
文

社
、

一
九
七
八
年
、

=
二
七
-

一
九
九
頁

(初
出

一
九
七
七
年
)
、
宇
都
宮
芳

明

「永
遠
平
和
の
構
想
」
宇
都
宮
芳
明

『カ
ン
ト
と
神
』
岩
波
書
店
、

一
九
九

八
年

(初
出

一
九
八
七
年
、
宇
都
宮
芳
明

「
カ
ン
ト
の
平
和

の
哲
学
」
『北
海

道
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
二
号

(
一
九
八
七
年
)
、
五
五
-

一
〇
八
頁
)
、
二

二
三
-

二
五
八
頁
。

(48
)

特

に
注
目
す
る
べ
き
文
献
と
し
て
、
馬
場
伸
也

「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
国
家

・
歴

史
観
か
ら
カ
ン
ト
的
共
同
体
論

へ
」
日
本
平
和
学
会
編
集
委
員
会
編

『講
座
平

和
学
Ⅱ

平
和
の
思
想
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
八
四
年
、

一
一
三
-

一

三
六
頁
、
最
上
敏
樹

『国
連
シ
ス
テ
ム
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
。

(49
)

(50
)

ベ

ン
ジ

ャ
ミ

ン

・
シ

ュ
ウ

ォ
ル

ツ
、
平

野
健

一
郎

訳

『中
国

の
近
代

化
と

知

識

人

厳

復
と

西
洋
』

東
京

大
学
出

版
会

、

一
九
七

八
年

。

(51
)

な

お
、
元

に
な

っ
て

い
る

博

士
論
文

の
タ
イ
ト

ル
は
、

で
あ
る
。

(し
ば
さ
き

あ

つ
し

駒
澤
大
学
)



long as Callaghan's problem derived from the lack of support for the EMS

within the Labour Party, it could be mitigated if the Conservatives backed

him on the issue. Inside the Conservative opposition, there were actually nu-

merous voices advocating a bipartisan approach to the EMS, including Geof-

frey Howe and Nigel Lawson. In the end, the Conservative Party expressed

a modest welcome for the EMS. But it was accompanied by a scathing attack

on the govemment's policy, which put an end to any prospect that Britain

might be able to enter the EMS on a bipartisan basis.

International Thought of Tomonaga Sanjyuro:

The Formation of "Self-State-International

Relations" Paradigm in Modern Japan

SHIBASAKI Atsushi

This paper explores the life and thought of Tomonaga Sanjyuro (1871-
1951) from historical and theoretical perspective, in order to find out for-

mation of the epistemological base of understanding modern international

relations in Japan. 'Epistemological base' is what all people in a certain time

and place cannot help depend on or start from, when they try to conceive and

explain the question, "What is International Relations?", regardless of their

theoretical or methodological or political standpoint. In other word, this pa-

per aims at fbunding the proto-paradigm of IR/International Thoughts, or
the episteme that made modern IR/International Thoughts possible before

such paradigm or school or discipline emerged.

First part of the paper deals with the importance of Tomonaga's Thought,

which has been hidden by the presupposition of his historical role as merely

an introducer or interpreter of history of modern Western Philosophy. Al-
though his main academic work concentrating on introduction of Western

philosophy, he wrote many articles about how Japan or Japanese should be-
have as a civilized nation, when trying to receive Western customs, cultures,

and way of thinking. He developed his argument by citing and applying his

knowledge of the history of Western philosophy, sometimes almost going be-

yond rigid academic restraint. Tomonaga was not an ivory-tower scholar.
Actually he was in a sense a critic of Japanese civilization. His concern is

always what is the best philosophical position or attitude Japanese nation

should import and incorporate, by amalgamating these western philosophy

and traditional way of thinking.

Second part analyzes his one of the two main works, Kant No Heiwa Ron

-6-



(Study of Kant,s discourse on Peace) (1922). Tomonaga always faced with

twofold project. One is how to make Japan/Japanese philosophically inde-

pendent and stable, by make them understanding the history of Western

philosophy from his lectures in Kyoto University and his first main book,
Kinsei Ni Okeru Ga No Jikaku Shi (Awakening the consciousness of Self in

the history of modern Western philosophy) (1916). The other is how to con-

struct the world that Japan/Japanese was stably founded in modern world,

as a subject who has the same entitlement as other western states or na-

tions. Kant No Heiwa Ron has been understood as an interpretation of Kant's

Perpetual Peace (1795). However this book made a vital role of explaining

how self (man), state, and international relations tightly connected by cross-

reference structure. His main contention was not how Kant thought peace,

but how to use and interpret Kant's argument in his unique way in order to

construct the modern world. This paper concludes the validity of his consti-
tution of 'Self-State-International Relations' after his death in 1951 and to

the present.

Negotiated Settlement of Civil Wars:

The Pitfall of Territorial Autonomy

SAHEKI Taro

Peace agreements do not necessarily end civil wars. Previous research

shows that nearly half of the agreements reached between 1949 and 1992

failed to bring about peace. Why do some agreements produce peace while

others fail to prevent violence from breaking out again? To answer this the-

oretical question, the present paper compares the peace process in Mozam-

bique with the two peace processes in Angola. For all the common histori-

cal and regional contexts, the contrasting outcomes of these peace processes

were striking. In Mozambique, the Rome Accords in 1992 succeeded in end-

ing its civil war whereas in Angola neither the Bicesse Accords in 1991 nor

the Lusaka Accords do so.

The comparison of these three peace processes reveals that the post-civil

war institutions should be designed to mitigate the fear of the politically

weak. Former military adversaries must agree to peacefully coexist with

each other as political rivals. Therefore, some guarantee of the security and

vital interests for the weak would be crucial to achieve peace. Exactly for

this purpose, power-sharing agreements keep the politically strong from mo-

-7-


